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第２６回平成２１年９月与謝野町定例会会議録（第１０号）

招集年月日 平成２１年１０月２日

開閉会日時 午前９時３０分 開会 ～ 午後５時０４分 延会

招集の場所 与謝野町議会会議場

１．出席議員

１番 野 村 生 八 １０番 糸 井 満 雄

２番 畠 山 伸 枝 １１番 勢 旗 毅

３番 上 山 光 正 １２番 多 田 正 成

４番 廣 野 安 樹 １３番 今 田 博 文

５番 小 林 庸 夫 １４番 谷 口 忠 弘

６番 家 城 功 １５番 赤 松 孝 一

７番 伊 藤 幸 男 １６番 服 部 博 和

８番 浪 江 郁 雄 １７番 有 吉 正

９番 井 田 義 之 １８番 森 本 敏 軌

２．欠席議員

（なし）

３．職務のため議場に出席した者

議会事務局長 奥野 稔 書 記 河邊 惠

４．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席した者

町 長 太田 貴美 代表監査委員 足立 正人

副 町 長 堀口 卓也 教 育 長 垣中 均

総 務 課 長 大下 修 教育委員長 白杉 直久

企画財政課長 吉田 伸吾 商工観光課長 太田 明

岩滝地域振興課長 藤原 清隆 農 林 課 長 浪江 学

野田川地域振興課長 宇野 準一 教育推進課長 土田 清司

加悦地域振興課長 和田 茂 教 育 次 長 鈴木 雅之

税 務 課 長 日高 勝典 下 水 道 課 長 西村 良久

住民環境課長 永島 洋視 水 道 課 長 吉田 達雄

会 計 室 長 金谷 肇 保 健 課 長 泉谷 貞行

建 設 課 長 西原 正樹 福 祉 課 長 佐賀 義之

５．議事日程

日程第 １ 議案第１３０号 平成２０年度与謝野町一般会計歳入歳出決算認定について
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（質疑）
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６．議事の経過

（開会 午前９時３０分）

議 長（森本敏軌） 皆さん、おはようございます。

決算審議、三日目を向かえます。ひとつ本日もよろしくご審議いただきまようにお願いを申し

上げます。

なお、今田議員、少しおくれるという連絡を受けておりますので、報告申し上げます。

ただいまの出席議員は１７人であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議

を開きます。

本日の会議は、お手元に配付しております議事日程に従い進めたいと思います。

日程第１ 議案第１３０号 平成２０年度与謝野町一般会計歳入歳出決算認定についてを議題

とします。

質疑に入りますまでに、昨日の赤松議員の質疑に対する答弁漏れについて、福祉課長から答弁

の申し出がありますので、これを受けます。

佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） おはようございます。

昨日、赤松議員さんの方から聞いていただいておりました生活保護の世帯数なり支払金額につ

きまして、報告をさせていただきます。京都府の方が事務をとっておりますので、確認しました

ところ、１０月５日、来週の５日支払いの関係で、今回、支払います世帯数につきましては、

９５世帯、金額的には５１０万３，０４３円ということでございます。なお、９５世帯の内訳を

申し上げますと、加悦地域が３２世帯、野田川地域が４５世帯、岩滝地域が１８世帯、合わせま

して９５世帯ということになっております。報告をさせていただきます。

議 長（森本敏軌） それでは、本案については、既に質疑に入っております。引き続き質疑を続行し

ます。

質疑ありませんか。

議 長（森本敏軌） 小林議員。

５ 番（小林庸夫） 皆さん、おはようございます。

それでは、２回目の質問に入らせていただきたいと思います。

与謝野町の住民所得向上に関しましては、行政サイドからもさまざまな施策がなされています。

その中で産業育成の分野におきまして農業と織物業とがございますが、きょうは農業関連に関し

まして農林課長に質問を申し上げたく思いますので、よろしくお願いいたします。

食の安全・安心ということにつきましては、過去に輸入食品でありますとか、あるいは国内商

品の偽装表示などから消費者の食べるものに対する注意が一段と厳しくなってきています今日、

当町の丹後産のコシヒカリが食味ランキング特Ａに、２年連続して認定を受けられ、新潟県魚沼

産コシヒカリに匹敵するおいしいお米であると評価されましたことは、きょうまでおいしい米づ

くりに努力、精進されてこられました関係者の方々の努力が花開いてきたものと、明るい話題の

ない中、本当にお喜びを申し上げたいものと思います。携われる方々の高齢化が進む中での明る

いニュースですが、これを突破口に、次なる商品が、また、後継者が育たれることを期待いたし

まして、質問に入りたいと思います。まず、課長、この豆っこ肥料のコストは、製造関係の分野
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と広く購入促進を図られる分野と二つございますが、米一袋当たりの、幾らほどコストがかかっ

ているものか、この平成２０年度で教えていただきたいと思います。

議 長（森本敏軌） 浪江農林課長。

農林課長（浪江 学） おはようございます。お答えいたします。

豆っこ肥料につきましてのお尋ねでございます。平成２０年度につきましては、発酵処理機の

改修を行っておりますので、そういった投資的な経費は別にいたしまして、肥料を純粋につくる

経費の、コスト的には１キログラム当たり９０円というコストがトータル的な経費を分析した中

では、そのような形になっております。

５ 番（小林庸夫） 製造と、この購入を促す。

農林課長（浪江 学） コストですので、製造するための人件費、あるいは重油代、材料費等を製造しま

したトン数で割りましたらキログラム当たり９０円というような試算になっております。

議 長（森本敏軌） 小林議員。

５ 番（小林庸夫） 私がちょっと、この決算参考資料で、１３９ページの有機物供給施設管理運営事

業で、ここからちょっと私の計算が違うかもわかりませんけれども、この事業費というのが

３，６１３万円かかってますわね。その肥料を作られる、製造費が。その中で売上が

１，４６３万円引かれておると。引くという形で見ますと７０３万円の、いわゆるこれは機械代、

課長がおっしゃったように機械代１，４８７万円投資された、それを除外した場合に７０３万円

の製造じゃないかなと。もう一遍、ちょっと訂正しますと、この事業費が３，６５３万円ですが、

この中から機械改修費に１，４８７万円使っておられますので、それを引きますと２，１６６万

円が一つの、課長の機械代を除外してということであります２，１６６万円、その中から

１，４６３万円を売上にされておりますので、引きますと７０３万円ということになると思いま

す。これ製造の方の価格だと思うのですが。

先日、多田議員のご質問で、この豆っこの肥料のお米と大豆との、そういうお豆類との振り分

けのパーセントという形のことをお聞きしまして、７６％ということをお聞きしまして、この

７０３万円の製造に７６％を掛けますと５３４万円がお米の方に回っているというふうに、私の

方理解おるんですが、その５３４万円を１３４ページの豆っこ米の振興で生産数量１万

３，５００袋というものを５３４万円で割りますと３９５万円と、概算そういう形になります。

そのほかに、そういった散布の委託でありますとか、豆っこ肥料の購入助成でありますとか、販

売促進補助、米袋ですね、こういったものを足しまして１万３，５００袋で、概算ですけれども、

割りますと８８０円、一袋にかかります。その先ほどの３９５円と８８０円を足しますと

１，２００円ほどになるんですが、今、課長のおっしゃった、１キログラムでおっしゃったんで

すかな、１キロ９０円とおっしゃったんですね、そうすると私の方は３０キロですから

２，７００円と、一袋について２，７００円という形の、そうですか、わかりました。

そのぐらいかかっておるものだというように、そのほかに今度はグレイン・エス・ピーという

形でＰＲというような形で計画、取り組んでおられるわけでございますが、きのうも勢旗議員さ

んがグレイン・エス・ピーのことにつきして、お尋ねになられまして、課長のお答えで販売促進

計画でありますとか、販売企画の立案でありますとか、販売の実施業務というようなことをお聞

きしたわけでございますが、私もちょっとネットで見させていただきますと、いろいろなセール
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スプロモーション専門会社という形で、米関係の、米穀を中心とする、そういった専門会社であ

り、専門的戦略に基づいて調査及び販売事業を展開していますということでございますが、この

中で、一つせっかく、この契約されてお願いをされることでございますので、いわゆるいろいろ

な、７項目ほどの事業をやっておられるようでございますが、いわゆる市場調査事業という形で

マーケティングですね、いわゆる市場における商品の位置づけでありますとか、あるいは需要予

測等を精査の上、報告、提案いたしますと、こういう分野の事業もあるようでございますが、こ

ういったことについての依頼はされておられるわけですか。この会社に対して。

議 長（森本敏軌） 浪江農林課長。

農林課長（浪江 学） お答えいたします。京の豆っこ米の販路の中心にイトーヨーカドーさんを据えて

おります。その販路の中心になる販路としての販売促進計画、あるいは販売促進を行うための間

具体的な企画の立案、そして、具体的な業務の実施、こういった業務をお世話になったわけです

けれども、それらを行っていく上で、このグレイン・エス・ピーさんにおかれましては市場の米

の状況というものに深く精通をされておりますので、そういったことも含めたノウハウの中から

京の豆っこ米の販売戦略というものを打ち立てていただいていると、そういう意味では、今、ご

指摘の部分についても含まれているといえば含まれているのではないかというふうには思ってお

ります。しかし、その具体的な、それだけのものをとらえての市場調査等については、今後、事

業を行っていく上で明らかになってくるのではないかなというふうに思っております。

現状のところでは消費者の動向といいますか、販売行動といいますか、そういったものをつか

むと、そして、それを業務に生かしていくと、そういうことをやっていこうということでござい

ます。

議 長（森本敏軌） 小林議員。

５ 番（小林庸夫） この件につきましては、それでは、いわゆる行政の方とすれば、そういう、この

会社に一つの委託をされてＰＲの方をなされると、実際は業者の方が直接、荷物の方は送ったり

なんかして、そういう一つのことでやっておられるのか、ちょっとその辺をお聞きしたい。

議 長（森本敏軌） 浪江農林課長。

農林課長（浪江 学） 業務の具体的な実施に関しましては、町と連絡をとっていただきながらというこ

とはありますけれども、具体的にはグレイン・エス・ピーさんの方でやっていただくと、ヨーカ

ドーさんとも連携をとりながやっていただくということでございます。今回の１０５万円の委託

の中身で一番大きいのはご紹介キャンペーン、京の豆っこ米のキャンペーンを張っていただくと

いうところにあります。これは店頭でお買い求めいただいた消費者の方が、そのお米の京の豆っ

こ米の意見等を踏まえてはがきで懸賞に応募していただくというふうなところで、販売促進と消

費者のお気持ちをつかんでいくという、そういうところがあります。この業務そのものについて

は、グレイン・エス・ピーさんとヨーカドーさんとの連携の中でお世話になっているということ

でございます。

議 長（森本敏軌） 小林議員。

５ 番（小林庸夫） まだ、スタートして日が浅いので、これからの、ほかの産地に負けないだけの結

果が出ることを期待したいと思います。

次に、この第三セクターの関連できのう、おとといもいろいろと出ていますけれども、加悦フ
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ァーマーズライスにつきまして、まず、お尋ねをしたいと思います。

この貸借対照表の中で、一括償却資産というのが２９１万円上がっておりますが、詳しくご存

じなければいいですが、課長が、そういう役員会か何か行かれての中で知っておられたらと思う

んですが、この資産に計上してありますけれども、損益の方には、いわゆる償却として上がって

ないということは、このまま置いておかれるというような形で、いつ償却される予定なのか、ち

ょっとその辺のことをお尋ねしたいと思います。

議 長（森本敏軌） 浪江農林課長。

農林課長（浪江 学） お答えいたします。

株式会社加悦ファーマーズライスの決算の貸借対照表をごらんいただきますと、資産の部にお

きまして一括償却資産２９１万３，８０３円が計上されております。これは償却資産を計上され

ている部分ということでございますが、お尋ねの減価償却の件につきましては、お配りしました

資料ではちょっとわかりにくかったかというふうに思うんですけれども、損益計算書の、いわゆ

る売上原価が１億７，６４１万２，１４２円となっておりますが、この中の製造原価１億

７，９２１万８，０１４円、これの内訳の中身がお渡してございませんで、おわかりにくかった

かと思うんですけれども、この中に減価償却費が含まれておりまして、額としましては９１万

３，６０５円、これが、この製造原価の中に含まれておりますので、そこで減価償却の経費とし

て計上されているということでございます。

議 長（森本敏軌） 小林議員。

５ 番（小林庸夫） はい、わかりました。それでは、次に、１５ページの過去の歴史、ずっと表がつ

くってあるんですが、営業外収益というものの中身というのは、どういったことがございますも

のか、ちょっとそれをお尋ねしたいと思います。

議 長（森本敏軌） 浪江農林課長。

農林課長（浪江 学） お答えいたします。

損益計算書の最後の方の営業外収益といたしまして、受取利息が６，６２７円、これはその名

のとおりでございます。あと雑収入１９０万１，４３０円、これについてのお尋ねということで

よろしいでしょうか。これにつきましては厚労省の方から、いわゆる補助金を受けておられまし

て、高齢者雇用促進補助金というものを受けておられます。その額ということでございます。

議 長（森本敏軌） 小林議員。

５ 番（小林庸夫） そうしますと、過去暦年のもすべて、そういうようなものだと理解させてもらっ

たらいいわけですね。

課長にお尋ねするんですが、こういった業種の粗歩といいますか、粗利益ですね、売上に対す

る売上原価というものの率は、どのぐらいが適当なものか、ほかの似たような会社と見比べまし

て、どういうように見ておられるか、ちょっとその辺をお尋ねいたします。

議 長（森本敏軌） 浪江農林課長。

農林課長（浪江 学） お答えいたします。

今、一番お尋ねの件でわかりやすい数字を申し上げましたら、いわゆる原価率についてのお尋

ねであろうかというふうに思っております。いわゆる材料費を売上額で割りました原価率、すな

わち材料費は食材でありましたり、こん包費でございましたり、こういったものがあると思いま
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すが、その原価率を極力抑えていくということが利益に当然つながるというところで、会社の方

も努力をしていただいているということでございます。

平成２０年度の原価率を見てみますと、トータル的には４２．５％の原価率となっているとい

うことでございます。この原価率につきましては、正直高い数字ということもございまして、フ

ァーマーズライスの方では、何とかこれを抑え込んでいくという意味において、平成２１年度で

焼成機の導入をされ、これ町が導入をさせていただいて、この活用によって、原価率を３０数％

台に抑えていくということによって利益に結びつけていきたいというようなことで、今回の焼成

機の導入もさせていただいたということでございます。何とか４０％を割る３０数％台で推移す

るような形で経営管理をしていただきたいというように思っておりますし、会社も、そのような

形で努力をされているということでございます。

議 長（森本敏軌） 小林議員。

５ 番（小林庸夫） 私が思いますのに、ずっと３期ほど見せていただきまして、非常に、この粗歩の

利益が、粗歩率が２６％か２８％か、非常に３割り切ったような数字になっておりまして、手づ

くりで、ものを生産されるという仕事をなさっておられる業種にすれば非常に低いのではないか

と、ですから、非常に利益も上がりにくいと。一方、丹後フロンティアあたりの、この道の駅で

ございますが、こういったところの粗歩は３１％、３割をキープしておられると。いわゆるもの

を仕入れて、ただという表現はよくないですけれども、販売されるところだけでも３１％の粗歩

を確保されておる。ここの手づくりでものをつくっておられる、そういう会社が朝早くから御飯

も炊くにされたり、何かそういう苦労をなさっておる割に、いわゆる粗利益が低いというのは、

売価が低いのか、あるいは原価、材料費が高いのか、あるいは、そこからまた、経費を引いてい

かんなんものですから、そういった形のことでいわゆる、２億円から２億４，０００万円ほど売

上をなさっておられて、５１８万円の当期の利益だと、利益でとるという形で単純に喜んでいい

のか、これ％でいきますと、先ほど営業外収益ということをお尋ねしましたけれども、営業外収

益を含めて２．１％になります５１８万円、その営業外収益を抜きますと１．３％というような

形で、いわゆる缶ジュースでありますとか、あるいは、たばこであるとか、自動販売機ですね、

ああいったものも販売をされておっても、やはり１％や２％ぐらいのところのようですわ、実際、

いろいろと電気代とか引いていきますと、そうすると大勢の人が非常にご苦労をなさっておられ

て、こういったことだと、結果的は、こういう数字しか上がっていないという形につきましては、

非常に気張って皆さんやっておられる割には、もう一つ難しいと、内容的にというように想像さ

れるわけなんですが、そういったことも含めまして、今後、皆さんでコスト圧縮ですか、そうい

う利益が出る体質を、そうしないことには特産品、産品の年間２０万円しか返ってこないとか、

なかなかこういったことは、先々の、非常に長期間かかることでございますし、何とか一日も早

くいい方向になるようにお願いしたいと思うわけでございます。

そこで、代表監査さんに、足立さんにちょっとお尋ねするんですが、こういった、いわゆる第

三セクターの監査というものも定期的に、それぞれの会社には、それぞれ監事の方がおられるわ

けですが、いわゆる町としても、たくさん出資しておられるという部門につきましては、そうい

う監査をしてもらってもいいんじゃないかと、いわゆる町の監査基準の条例を見ましても、第

４条に、そういったこともうたってありますが、町長の要求に基づくとか、必要があると認める
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ときとかということがございますが、私は必要があるのじゃないかと。いわゆる加悦のリフレの

里ですか、ああいったような形の・・・、課長一人、いろいろと役員会へ出向されてご苦労をな

さっておられる。やはり行政挙げて、一つそういうフォローができる形の意味合いからも、監査

委員さんの監査が求められるのではないかと。そして、その報告もいただきたいと、このように

思いますが、お考えをお聞きしたいと思います。

議 長（森本敏軌） 足立代表監査委員。

代表監査委員（足立正人） お答えいたします。

地方自治法の規定によりますと、監査委員は財政援助団体の監査、それからまた、出資団体の

監査、最近では指定管理者の監査もしなければならないということになっております。ところが、

数が大変多ございまして、例えば、財政援助団体といいましても、これは町が補助金を交付して

おる団体のことでありますが、恐らく１００に届くような、そんな数になるだろうというように

思われます。したがいまして、非常勤の監査委員としてでき得る範囲ピックアップをしまして、

監査をさせていただいておるという状況でございます。

１９年度は第三セクターの監査もさせていただきました。ところが２０年度は、今度は財政援

助団体の、例えば体育協会ですとか、社会福祉協議会でありますとか、そういう団体の監査をさ

せていただいたということでございます。ただ、期本的には、それぞれの団体に監査役なり、監

査監事なり、そういった方がおられますので、私たちの見る、抑えるところとしましては、町か

ら出した金額が、不正にほかの目的に利用されたりはしていないかどうかというようなことを中

心に見せていただいておるということでありまして、恐らく議員さんは経営そのものに対する、

いわゆる収支のバランスみたいなところまでを見るべきだというような、そんなご意見じゃない

かと思いますが、私どもは、そこまで突っ込んだ監査をなし得ていないというのが現状でござい

ますので、ひとつご理解が賜りたいと思います。

議 長（森本敏軌） 小林議員。

５ 番（小林庸夫） 確かにおっしゃるとおり非常にたくさんの組織、団体がございますので、すべて

ということは、私は思っておりませんけれども、先ほど代表監査の方が申されましたように、そ

の中でもピックアップしていただきまして、本当に行政に対して非常に、そういう・・・のない

ような形になるように、そういう意味での、僕の思いは本当に業務監査までも含めたという形だ

と思っております。以上でございます。

議 長（森本敏軌） ほかに質疑ありませんか。

伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） それでは、２回目の質問をさせていただきたいと思っています。１点目は町営バ

スの運行にかかわって、参考資料の１１１ページにございますが、これについてお伺いしたいと

思っています。利用者の皆さんから、私どもが聞いている反応は大変好評だというふうに思って

いますが、多くの住民の皆さんからは、悪意はないんですけれども、この町営バスの事業が今後、

続いてほしいという気持ちもあるでしょうけれども、乗車がいない町営バスを見て、効率が悪い、

採算が合わないのではないかと、むだではないかといか、コースが悪いんではないかなと、こう

いうさまざまな意見が、私にも届いています。町営バスの利用者というのは全住民から見ると、

非常にわずかな方といいますか、比重で言えば非常に少ないわけで、お年寄りさんや障害者、自
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家用車を持っていない方々など、いわゆるそういう少数の方の利用者ですね、この方が、問題は

喜んでいただけるか、満足していただけるかどうか、足のかわりがちゃんとできるのかと、ここ

が重要な目的だと考えています。今後もふえ続ける高齢者ですので、どうしても本町では欠かせ

ないというふうに考えています。

上山議員から質問がありましたので、私の質問は、次の段階の、住民の皆さんから町営バスの

運行事業についての幾つかの疑問点が出ていますので、課長に伺いたいと思っています。

１点目は、従来からある、いわゆる丹海バスの料金との違い、この辺をどう考えるか、これは

どうも話を聞いていますと、京丹後市の２００円バスの意識が非常にあるようです。もう１点は

従来の過疎バス対策の金が支援されていた、もらっていたということがあるわけですが、それと

の関係で現在の町営バスの運営ですね、これはどういう状況になっているか、概要で結構ですか

ら、お世話願いたいと思っています。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。

まず、１点目の丹海料金の違い、京丹後市の２００円バスとの関連ということのようでござい

ます。確かに京丹後市さん、どんどんどんどん、２００円でいける区間をふやされまして、乗客

もどんどんふえてきておると、その結果、売上もふえていると、こういう状況のようでございま

す。私どもといたしましても丹海バスさん等を活用しながら、こういった２００円バスができな

いかどうかということにつきましては、検討をする必要があるだろうと思っております。ただ、

これは２００円バスを与謝野町だけが導入したのでは余りメリットがないということは、今まで

から申し上げてまいりました。

なぜかと申し上げますと、これ乗降客調査もやったわけでございますけれども、与謝野町内だ

けが２００円であるということになってきますと、与謝野町のお客さんは与謝野町内で完結する

ことが、あまりないということでございます。与謝野町から乗られますけれども、福知山へ行か

れたり、京丹後へ行かれたり、宮津の方へ行かれたり、そういうお客さんが多いわけでございま

すから、与謝野町を越えると、さらに割り増しの料金になると。ですから、やるということにな

ってくれば、広域的な連携を図ってやる必要があるだろうというふうに思います。そういった広

域的な連携を図ろうと思いますと、じゃあ京丹後市さんの場合は京丹後市から京丹後市で完結す

る場合がかなりたくさんあるんです。勤め先もたくさんありますし、高等学校もたくさんありま

す。そういった中で完結されてメリットを受けられる方がたくさんあると、一方では、もう一方

の公共交通であるＫＴＲのお客さんが減るというようなところも出てきておるようですけれども、

しかし、広域的連携を図ろうと思えば、では今度、やはり丹海さんには２００円で走ってくれと

言うたら、それは走ってくれると思っています。ただし、担保を提供していかないとならんと、

いわゆる担保というと、何かというと、それで損となるお金というものは自治体で補てんしてく

ださいよと、こう話になってくるだろうと思います。じゃあそれを、どういう割合で補てんし合

うのかというようないろいろな問題もございますので、これから、まだ、検討は緒についたとこ

ろでございますけれども、そんな問題も含めて検討をしながら、広域的な連携が図れないか、模

索をしていきたいというふうに思っております。

それから、過疎バス対策との関連ということでございます。まず、日本国じゅうどこでも、い
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わゆる移動ができる最低の保障をするというのは、これは国の施策でございまして、一定の条件

に合致すれば、公共交通ということで国、府、あるいは町から、こういったものを負担金を出さ

せていただいて、公共交通を運営しております。丹海さんが、その一つのいい例でして、与謝野

町でも年間２，６００万円程度ですか、補助金を出せていただいております。ただ、その公共交

通も一定条件に当てはまらなければならないと、いわゆる複数の市町村をまたがって通行してい

るとか、それから一日３往復以上であるとか、乗車密度が５人以上であるとか、そういう状況を

満たさなければ、その補助金の対象にはならないということでございます。ですから、こういっ

た田舎では一定の路線が限られてくると、その路線を通らないところをカバーしていこうという

のが、今回の町営バスの試みだということでございまして、町営バスの運行につきましては３年

間、国の方から２分の１の運営費の助成がございます。残りの８割については特別交付税措置と

いうことになります。それから、国の補助金が切れますと運営経費の８０％、これが特別交付税

で支援されると、現在の制度は、そういうことでございます。以上でございます。

議 長（森本敏軌） 伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） 今の答弁で、二つ目のテーマですが、これはぜひ、今とおとどし収支状況ね、概

要、これをちょっと追加で、次のときに答弁願えたらと思っています。

町営バスの運行について見直しがされると、１年で見直しされるということで、私、そのかか

わり方といいますか、接近の仕方について述べておきたいと思っているんですが、私の直感です

から誤ったところもたくさんあると思うんですが、もっともっとやはり利用者住民の声をしっか

り聞くことが今の時期、非常に大事ではないかというふうに思っています。非常に身近で切実な

事業ですから、住民の皆さんも関心が高くて、こういう中で住民の声を聞くというのは行政が、

どれだけ接近できるか、行政参画の意識高揚をどう図れるか、ここが非常大事な視点だと思って

います。そのことが住民の意識を参加させていくといいますか、変な言い方、ストレートな言い

方ですけれども、こういう役割を持っているんではないかと思ってまして、職員さんは非常に忙

しいのはよくわかっているわけですが、ぜひ立ち上げ段階での努力ですね、あの接近の仕方を大

いにフル活用して、ぜひそういう利用者への接近、声を聞くということをお願いしたいと。これ

が、結局は役場がやってくれたといいますか、そういう段階から、わしらのひまわりバスだと、

こういうふうに、とらえ方として変化してくるんではないかなというふうに思います。この点に

ついていかがでしょうか。先ほどのも含めて。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。収支状況ということでございましたので、ちょっと違

うかもわからんのですけれども、バスの運行経費につきましては、年間１，０００万円強でござ

います。運賃収入としては、今現在のところ月８万円程度でございますので、１００万円程度運

賃収入・・。

７ 番（伊藤幸男） 補助をもらっておる段階ということで、どうかという、ずれ。

企画財政課長（吉田伸吾） 補助金ですか、補助金が２分の１・・。

７ 番（伊藤幸男） もらっておる段階と今ではどういう金の負担、むだ遣いはないかという心配事な

わけよ。

企画財政課長（吉田伸吾） 過疎路線バスの補助金については、今までもらっておりません。ですから、
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丹海さんに対する補助金をうちが交付しておる。それから、加悦フェローさんに補助金を交付し

ていると、そういう状況でございまして、国からうちの方に過疎路線バスの補助金をいただいて

いたということはないということでございます。それから、２点目の、いわゆる利用者に対して

もっともっと接近していくようにということでございますが、１０月５日の週から１０月１０日

まででございます。企画財政課の職員、手分けをいたしましてバスにすべて乗車をいたしまして、

バスのお客さんに対してのアンケート調査、これを行う予定をしております。私も何か１０月

６日の昼から明石桑飼線、これ一人で乗って調査せいと言われておりますので、頑張っていきた

いと思っております。以上でございます。

議 長（森本敏軌） 伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） 時間が、どんどんきますので、最後に、私ずっと、当初からですが、今度の見直

しについては、私は予約制という問題も、効率だとか住民感情から見ても、それの方がむしろ効

果的ではないかというふうに思っているんです。この点はいかがですか。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。

予約制といいますか、デマンド制といいますか、そういった点について、私ども事務局の最初

の提案はそうだったわけです、皆さんへの。ところが、いろいろとご意見をお伺いいたしますと、

やはりそれでは不便だと、そして、当初だからバスが走っているということもＰＲするためにデ

マンド制ではなしに、ずっと走ると、そういうやつをやっていただきたいというのが住民の皆様

方のご意見でございましたので、一応、それでスタートをさせていただきました。しかし、それ

はまだ、１年目のことでございますので、今後、町の皆様、あるいは議会の皆様方のご意見も聞

きながら、今後のことについては考えていきたいというふうに思っております。

議 長（森本敏軌） 伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） １本だけではなくダブル配置といいますか、考えていただきたいというふうに思

っています。

次の質問で、同じ参考資料で１１４ページ、人権啓発事業についてお伺いしておきたいと思っ

ています。初めに、この事業の、事業がどういう目的と内容で行われているかという点をお伺い

しておきたいと思っています。

議 長（森本敏軌） 永島住民環境課長。

住民環境課長（永島洋視） お答えをしたいというふうに思います。

人権啓発事業でございますが、これにつきましては、以前のような特別措置法が終了したとい

う中で、幅広く女性の差別問題、ドメスティックバイオレンスの問題、あるいは、外国人問題、

そういう同和問題も含めた幅広い人権啓発を行うということで、内容的には毎年１２月に講演会

を開催をしておるということでございまて、去年の例でいいますと少年の非行問題を取り上げた

講演会を開催をさせていただいたということでございます。

議 長（森本敏軌） 伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） 私が、これは課長がつくったんだろうと思いますが、昨年の予算段階での資料に

よりますと、資料はこういうふうにうたっているんですね、この事業の一部ですが、旧丹後

１０町では部落解放基本法制定要求実行委員会を組織して、京都府の実行委員会に加入していた
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と、ずっと経過があって、丹後６町でも、この委員会を立ち上げたと、与謝郡では合併協中の時

期もあって、延びて１９年４月１２日に実行委員会を立ち上げたと、この中に与謝野町、それか

ら伊根町、そして、私、知らなかったのですが、両議会となっておりますから、議会も入ってい

ると、こういうふうになっております。そうしますと、これは明らかに今、概要を言いましたよ

うに、部落解放基本法ですね、この問題を目指した取り組み団体になっているのではないかとい

うふうに思うんですが、いかがですか。

議 長（森本敏軌） 永島住民環境課長。

住民環境課長（永島洋視） お答えをしたいというふうに思います。

確かに部落差別で被害を受けた方を救済をしていく法律の制定を目指す、そういう実行委員会

だということでございまして、これは京都府段階で京都府も入っておりますし、京都市も入って

おります。また、商工会の中央組織の方、京都段階の組織も入っておる。そういうような幅広い

団体のもとで実行委員会が形成をされておるという中での地域の組織ということでございます。

議 長（森本敏軌） 伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） 今、答弁の中で京都府という話がありましたので、改めて今の、このことがどう

いう中で、今こういう問題が、今でも起こっているのか、今でもという言い方をすると、それ説

明すると、２００２年に、今、課長、答弁あったように同和対策の措置法が終結したんです。で

すから、もうこれも延ばし延ばしでやってきたわけで、もうこれは一般行政でやるべきだという

のが、一つの今のスタンスになっているわけですね。ところが今なお、京都府は、ほかの県もあ

るんですけれども、残念なことに、これを継続的な扱いをして、手を変え、品を変え、形を変え

て事業の存続を図っていると、これは、いわゆる部落解放同盟、いわゆる解同と呼ばれる団体で

すが、ここの圧力に屈した形でされているわけあります。この問題は、この近所でいえば八鹿高

校の事件がありました。八鹿でも大きな、朝来八鹿の事件がありましたよね、７０年代。ああい

うふうにいろいろな問題を起こして暴力ざた、いわゆる理事者の皆さんですね、行政側が軟禁さ

れるという事件まで起きました。こういうことが各地に起こっておりまして、圧力に屈した自治

体は、それを継続事業として展開すると、この延長で、今回の、この実行委員会がつくられてき

ているということであります。私は、ここに私が非常に問題があると、本町では少なくとも一般

行政で、旧町ではそういう話でしたから、一般行政として、もうそれは終結するんだと、あとは

一般行政で対応するんだという立場ですね、これが私は必要だと思っています。同時に、このこ

とと。もう一つは、もちろん町長に、これはお伺いせんといかんと思うんですが、こういう組織

をいつまでも続けるふうな立場かいいのかどうか、この点の見解を町長に求めておきます。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） こうした組織を続けるのがいいのかどうかということにつきましては、今、即、

答えは持ち合わせておりません。やはり今までの流れの中でお互いに、そうした形の中で、そう

いう問題を解決していこうというのがもとにあったわけですけれども、先ほどおっしゃるように、

もう一般の行政の施策の中に盛り込んでいくという方向性もはっきりしてきておりますし、そう

した流れの中で方向も、そういう方向にいっております。ある意味、形骸化してきているという

ことは否めない事実だろうというふうに思いますけれども、やはり集まった組織の中で、そうい

う方向性が示されております中で、今後については、やはり見直していく、そういうことが必要
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かと思いますけれども、今の段階で、私個人が、そういうことについてどうこうという、そうい

う立場ではないというふうに思っておりますので、また、そういう組織をつくっている中で、そ

れらの問題も提起していく必要があろうかというふうに考えております。

議 長（森本敏軌） 伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） 町長は野田川でしたから、いわゆる同和事業ですね、そのものがなかったわけで、

岩滝と加悦については同和対策として事業を続けられておりました。だから、ぜひこれは状況は、

はっきりしていると思うんですけれども、繰り返しませんが、そういう点を十分、法に基づく対

応、今の到達点に基づく対応をしていただきたいというふうに思っています。

次の質問に移ります。１１３ページの戸籍電算システムの運用事業、これについてお伺いしま

す。住民課長、またですが、よろしく。機械のリース料というのが、ここに参考資料によります

と、そのリース料というのは、債務負担行為による５年間リース、このようになっています。い

つまでなんでしょうか。また、その後の負担はどうなるのかという点をお伺いしたいと思ってい

ます。

議 長（森本敏軌） 永島住民環境課長。

住民環境課長（永島洋視） お答えをしたいというふうに思います。

まず、先ほどの同和対策に関連をして、少しだけ申し上げておきますと、いわゆる従来やって

おりました特別措置法に基づきましたハード整備事業だとか、個人への給付事業というものは一

切、町の方ではやっておりませんので、ご質問がありましたら実行委員会への参加云々につきま

しては、あくまで人権を侵害された方を救済する法律をつくっていこうという運動団体でござい

ますので、その点をまずは、ご理解願いたいというふうに思います。

次に、今、ご質問の戸籍の電算化の関係でございますが、合併を前にしまして町名なり市の名

前が変わるということで、なかなか手書きの従来の戸籍では、それが一晩のうちにつくり直すと

いうことは不可能だということで、それを期に１市４町で、同じメーカーで統一をして戸籍の電

算課を、平成１６年だったと思いますが、してきたという経過があります。それは、その費用に

ついて非常に多額だったということもありまして、リース会社の方の５年間のリースということ

で、分割で支払いをさせていただいておるということでございます。それで、平成２０年度の決

算では、その額が丸々上がっておりますが、５年間のリースが満了しまして、２１年９月と

１０月で終了するということになっております。それ以降の支払いにつきましては、町の方の保

有資産になるということと、あと若干の支払いが、残存価格の支払いが出てくるという二通りの

ケースがあります。以上でございます。

議 長（森本敏軌） 伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） 今の答弁ですと、後はわずかな残存価格であるということのようです。結論から

申し上げますと、この手数料は印鑑証明も含めてだと思いますが、公共料金の性格や、そのいわ

ゆる算定の考えから見ても、大幅な引き下げが可能ではないかというふうに思っています。この

点で、課長、どのようにお考えでしょうか。

議 長（森本敏軌） 永島住民環境課長。

住民環境課長（永島洋視） お答えをしたいというふうに思います。

この手数料の関係につきましては、住民票だとか印鑑証明とかいう、自治体が固有で決定でき
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る、そういう手数料とは異なりまして、戸籍につきましては、国の法定受託事務ということにな

っておりますので、戸籍法に基づいて事務処理をしております。その手数料につきましても、規

則等で戸籍謄抄本の発行は１通が４５０円といったようなことで定められておるというふうに思

っておりますので、そういう独自で軽減をするということは、少し不可能ではないかというふう

に思っております。

議 長（森本敏軌） 伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） ちょっと私の認識と違っていまして、それは時間がありませんから、これはパス

しますけれども、ぜひそこは再検討を改めて勉強しておいてほしいと思っています。

最後になると思いますが、時間が非常にね、あと５分弱でしょうから、最後に先日の今田議員

の質問に対して、町長の答弁の問題でお伺いしたいと思っています。ちょっと気になりましたの

で、いうのは庁舎方式の方向性というような問題を、町長が町長見解として出されました。今、

３町あるのを方向としては１本でやっていこうという話ですね。この点は、この点で町長が見解

を述べようと、それはいいんですが、大事な視点は今、新しい町をどうつくろうかという一つの

角度ですね、課題の中で、私は建物をいらったり、機能のシステムを、こういらったからいいと

いうものではないというふうに思っているんですね。大事なことは、この間、我々が合併協で協

議されてきた確認事項である、いわゆる地域協議会ですね、ここの一番大事な部分はそこなんで

すね。地域協議会で言っているのは、地域の共同参画の力ですよ。自立であり、それがコミュニ

ティの組織をつくっていくという、ここが一番大事なところだと思っているんです。だから、そ

ういう意識を、協働の意識をどうつくっていくか、これは３年、５年でなかなかできないと思っ

ています。ですから、組織をつくったで、それできたと、こうにはならないと、よって、この点

での角度をしっかり、やはり何年もかけてコミュニティというのは支え合って、助け合うと、こ

の組織をつくるというのは、時間がかかるわけで、そういう中でこそ、今言っている、例えば、

本庁一本にするとか、総合庁舎方式にするとか、いろいろ論議がありましたけれども、そこが大

事だと、その後でというか、片方で、そういうことを・・・しておくということが大事だと思っ

ています。町長の見解をお聞かせ願いたいと思っています。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） 庁舎の問題につきましては、これは建物の問題だけではないというふうには、私

自身も思っております。今、三つある庁舎の中で、仕事をしています中で、せんだってありまし

た災害のときにも、やはり三つの庁舎に分かれているために、いろいろと、これは、それも時間

をかけてやるべきなのかもわかりませんけれども、非常に混乱を生じたというようなこともござ

いました。これが、一つのテーブルを囲んだならば、もう少しきちんとした指示や対応ができた

のではないかなというふうに思いますけれども、そういういろいろな、あらゆることを考えた中

で、この庁舎の問題というのも、やはり考えていくべきだというふうに思いますし、それとは別

にといったらおかしいですけれども、この地域のコミュニティをつくっていくということについ

ては、従来からの答弁はさせていただいておりますように、そういう仕掛けをしていく、きっか

けをつくっていくというのは、これは行政の大きな役割であるかというふうに思いますけれども、

自発的に各地域で、今、特に災害、あるいは福祉の問題については、いろいろな取り組みの芽が

出てきております。やはりそれを大事に育てていく、それをサポートしていくということが行政
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の役割だというふうに思っておりますので、上から強制した形で地域協議会をつくりなさいとい

うような形では、なかなか難しい、そのためにはおっしゃるように地域と行政、あるいは地域間

同士も含めてコミュニケーションが必要だというふうに思っておりますので、それらについては、

やはり時間をかけてやっていきたいというふうには思っております。

ですから、この庁舎の問題につきましても、単に行政が自分たちの利便性だけを考えての判断

ということにはならないように慎重にやっていきたいというふうに考えております。

議 長（森本敏軌） 伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） 今、町長がおっしゃったので、基本的にいいと思っているんですが、地域協議会

や、今言っておる、いわゆるコミュニティ組織ですね、地域の組織を、住民自治の組織を上から

言うのでなくてという話がありましたけれども、指導の問題ですね、行政はどういう町を目指す

かというのは、総合計画なんかでもうたわれているわけで、そのもとで指導性が問われていると

いうことを言っているわけです。町長の、もしくは理事者の人らの答弁を聞いていましてね、行

政の主体性はどこにあるのかということをね、一歩踏み込んだ言い方ですけれども、そういう角

度からの行動検証が、私、要るのではないかというふうに思っています。・・・わけではないの

ですが、私、上から指導でなくて、ぜひそれは自発性も十分尊重しながら、しかし、ないわけで

すから、たたき台がないわけですから、ぜひそれは出して、そのもとで指導性を発揮していただ

きたいというふうに思っています。

もう１点は、災害の問題でありましたが、三つの庁舎に分かれて初めての体験、これはよくわ

かるんですけれども、しかし、それはよく教訓を引き出す努力をしてほしいというふうに思いま

すね、これだけよその町も災害、たくさんあったわけですから、これからも絶対出てくるという

考えを持って、災害に強いまちづくりというのであれば、ほかの町でも、例えば京丹後なんかで

も、ああいう被害を起こしたよね、あれは、やはりしっかりと精通する必要があるというふうに

思っています。余分で申しわけありません。

議 長（森本敏軌） ここで休憩します。

１０時５０分再開します。

（休憩 午前１０時３４分）

（再開 午前１０時５０分）

議 長（森本敏軌） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。質疑を続行します。

質疑ありませんか。

議 長（森本敏軌） 家城議員。

６ 番（家城 功） それでは、２回目の質問をさせていただきます。

決算書で１４３ページ、資料の方が１２７ページです。保育所管理運営事業の方で各保健所に

もＡＥＤを設置していただきました。また、本年度の８月には公民館やグラウンド等にも、公共

施設にも取りつけられたということで、お聞きしておりますと、町内で合計７０カ所になるとい

うことで、安心・安全に向けての、また、一歩進んだということで実感をしております。

６月の議会では、私たち議員も講習会を受けまして、いざというときに、これは使わないこと

にこしたことはないんですが、いざというときに使える、また、何で設置をしてあるのかという

ようなことも勉強させていただきまして、重要な役割を果たす機会でありますので、認識を深め
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たところでございます。そこで質問ですが、この設置につきましては、講習会で担当の消防士さ

んにもお聞きしたんですが、与謝野町に関しては、アメリカ並みの設置で非常に力を入れていた

だいておるというようなことでお聞きしております。講習会を受けることによって、これは設置

がしてあるから命が助けられるのだという認識ではなくて、この設置をすることによって、こう

いう、心臓が停止状態になったときに蘇生もできるけれども、その講習の中で、どういう対応を

していったらいいのだというような認識を深めてもらうことが、まず、一番大事ではないだろう

かというようなことを消防士さんに教えていただいたわけですが、現在、町内で受講されておる

方の人数が、もしわかっておられれば、また、これ保育所に設置していただいたということで、

各保育所の保育士さんも講習はしていただいておると思うんですが、その辺はいかがなものなの

でしょうか。

議 長（森本敏軌） 大下総務課長。

総務課長（大下 修） 救急救命の受講者ということでございますが、実際には消防署がされておりまし

て、私どもの方では与謝野町内の方が何名というのは把握できておりません。

それから、講習会につきましては、今年度、各地区公民館等についても配備いたしましたので、

先月、各地域で自治会の方を対象としてＡＥＤの講習会を各地域、３カ所であっせんをさせてい

ただいて、講習を受けていただいたという実績もございますので、言っていただければ、私ども

の方で中間的にあっせんをしながら、その講習会を受けていただける方をふやすような努力もし

ていきたいというふうに思っております。

議 長（森本敏軌） 家城議員。

６ 番（家城 功） 今回、保育所にはパットの方が、成人用も子供用も両方備えていただいておると

いうことで、パットについても消防士さんにお聞きしますと、８歳以下のお子さんにつきまして

は小児用を活用される方が望ましいと、ただ、大人用でも代用はできんことはないんでというよ

うな話も聞いておりますが、資料の方を見ておりますと、いろいろな公民館には大人用しか設置

がしていないような状況の中で、できたら子供用も設置していただければどうかなと思います。

それにつけ加えまして、この機械の講習会というのは、救命をするための講習ではあるのですけ

れども、この設置の意義を有効に教えていただける、これがあることによってこういうことがで

きるんだという理解をしていただけるには一番いい講習だと思うので、できるだけ多くの方に受

けていただいて、せっかく日本でも、これだけ設置がしてある町はないん違うかというようなこ

とを消防士さんも言うておられたので、その意義を有効にしていただければありがたいなと思い

ます。

次に、決算書３０９ページの若者センター管理運営事業でございますが、これ所管で非常に申

しわけないんですが、委員会の方でお聞きするのを漏らしましたので、ちょっと最後、確認がさ

せていただきたく。まず、何のために、このセンターというのはつくられて、何をするために利

用される施設なのか、お願いします。

議 長（森本敏軌） 土田教育推進課長。

教育推進課長（土田清司） ３０９ページの若者センターの管理運営事業ということで、決算額１０４万

１，９４５円かかっております。議員、ご質問の、何のためにということでございます。若者定

住化ということで、ちょっと年代は忘れたんですが、昭和５０年代に京都国体がありまして、そ
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の数年前にカントリーパークというんですか、あの地域一帯を造成し、グラウンドを公園化をし、

その一環で若者定住化の施設ということで、若者センターが設置をされております。地域の若者

たちが、そこの施設を利用していろいろな会議なり、いろいろな集う場所ということで、この若

者センターがございます。一時期は国体の事務局が入っておったりしておったのですが、今現在

は、なかなか若者たちの音楽の練習場所ですか、そういうことでも利用をされたりしておるんで

すが、頻繁には利用されておりません。現在については、ほとんどそういったことで管理部門が

中心でございます。ただ、大きなイベント、先日もありました大山登山マラソンと、そこでのい

ろいろな会議、それから資材を置いたりなんかを、この若者センターで活用しているということ

でございます。

議 長（森本敏軌） 家城議員。

６ 番（家城 功） 今、お話にありましたように登山マラソンでもトイレの方を使わせていただいた

んですが、私なりにちょっと受けとめた思いとしては、遠くから選手の方は、いろいろ東京の方

からも来られておったとお聞きしておりますが、気持ちよく利用していただけるような環境準備

ができておったのかなと、ちょっと思うような感じのトイレだったと思うんですが、そういった

中で、補正でも修繕が上がっていましたが、この決算でも１００万円ぐらいの維持管理費が上が

っております。もっともっと友効的に活用していただけるような使い方をすれば、もっと維持管

理費がどうのこうのということはないんですけれども、また、若者定住ということで、私もきの

う、店の方で地域の若い人がバンドの練習をさせてほしいんだということで、店を使って１０時

過ぎまで、お店を貸しておったんですけれども、そういうとこないんかと言ったら、若者センタ

ーがあるんだけれども、なかなかいろいろなものが置いてあって、どうのこうのというような話

をされておりました。もっともっと若者定住化といって、なかなか新たに帰ってこいとかという

ようなのにつながることはないとは思うんですけれども、地域の若者の人も一生懸命、消防団に

入っていただいたり、運動、スポーツをしていただいたり、地域のために活動していただいてお

る人がいっぱいおられまして、その市民に使っていただけるような体制づくりというものが必要

ではないかと思いますが、その辺はいかがでしょうか。

議 長（森本敏軌） 土田教育推進課長。

教育推進課長（土田清司） 最初のご質問のトイレの関係です。これ前日、町の職員が周辺のトイレ、そ

れから、清掃準備等、全部回ってチェックもさせていただきましたし、掃除もさせていただいた

んですが、なかなか一遍に利用されると、いろいろなことで詰まったり、利用ができなかったと

いうことが発生したようです。それについては、また、管理の方はしっかりとしていきたいと思

います。

それから、若者というんですか、利用できるようにということでございます。せっかくああい

う建物がありますので、利用しやすいというんですか、利用していただくように努力もしたいと

思います。ものが置いて利用できないということだったのですが、１カ月半程度ですか、登山マ

ラソンの方で準備をしております。いろいろなものを置いて、使用ができない期間もあると思い

ますが、それ以外について利用できますので、積極的に、うちの方もＰＲをしていきたいという

ふうに思っています。

議 長（森本敏軌） 家城議員。
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６ 番（家城 功） 家でもそうなんですが、人が住まんようになったら急に家の方が傷んでくるよう

なことがあります。トイレでも、常に使っていただければ、また、それなりにきれいに、環境の

中で使用していただけるようなことができるんじゃないかなと、地域の人にできるだけ多く利用

していただけるようにご配慮がいただけばと思います。

次に、阿蘇シーサイドパーク、２４３ページですか、この公園につきましては、町民の皆さん、

とりわけ岩滝の皆さんにとっては待望の施設であり、私も海に面した公園ができるということで、

完成を今かと待っている一人なんですが、多くの町民の方の憩いの場として利用していただける

ことが一番いいのではないかなと思っております。また、上山議員におかれましては、自主的に

清掃活動をされて、大変ご苦労ではないかなと非常に感謝しておる次第でございます。私も最初

の２年間、産業建設委員会に方におりまして、まだ、未完成の中で、年間大体１億円近い予算の

中で、これから５年ぐらいの経過の中で完成に向けてというようなことで、ことしは

６，０００万円ぐらいの決算なんですが、今の進捗状況と今後の予定にいて、お聞かせいただき

たいと思います。

議 長（森本敏軌） 西原建設課長。

建設課長（西原正樹） お答えしたいというふうに思います。

阿蘇シーサイドパークにつきましては、平成２４年度完了予定年度としております。事業費の

進捗についてでございますけれども、大体今８５％ぐらいだというふうに認識をさせていただい

ております。

今後、残っておりますのは、徒渉池という池がございまして、その周辺部分が残っております。

それから、駐車場の横の海側の部分が、その部分が、まだ手つかずになっておりまして、その部

分の整備をしていきたいというふうに思っております。この阿蘇シーサイドパークにつきまして

は、申し上げておりましたように、いわゆる費用対効果の関係もございまして、議会の場でも申

し上げていたと思いますけれども、約１億５，０００万円程度、最終的には今３１億

３，０００万円の総事業費だったというふうに思いますけれども、それを２９億５，０００万円

程度ぐらいに削減をさせていただいて、整備の方を進めていきたいというふうに考えております。

議 長（森本敏軌） 家城議員。

６ 番（家城 功） 町長に一つお聞きしたいのですが、以前、一般質問で交通安全をテーマに質問を

させていただいたときに、交通公園をつくってほしいというお願いをさせていただいたところ、

交通安全に対してはハードよりソフトに重点を置いているので、設置する予定はないというご回

答をいただきました。今、お聞きしておりますと８５％の、今、阿蘇シーサイドパークの整備が

進んでおる中で、駐車場横の方が、まだ今からだというような中で、公園につきましては、一人

でも多くの方が、また、旧加悦町、旧野田川町の人も行きやすいような公園ができれば一番いい

んではないかなと私なり思うのですが、あと残りの１５％の中に交通公園みたいな施設をつくっ

ていただけるような思いは、突然ですが、ないでしょうか。これについては経費も、いろいろな

ステージができたり、徒渉池、いろいろな滝だとかいうような話を聞いておるんですが、経費が

安くなるのではないかと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） あとの整備につきましては、まだ、具体的にどういう方向でということにはなっ
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ておりません。いろいろなご意見もありますので、今後につきましては、それらの意見を生かし

ながら有効な使い方ができるように、費用対効果ということもございますので、やはりそれらに

ついても、もう少し時間をかけてのことになろうかと思います。それともう一つ言いますと、交

通公園のことですけれども、旧町でも市場小学校のところにございました。やはり身近なところ

で、ずっと設置してあるということも大事かもわかりませんけれども、身近なところで、そうい

う学校だとか、そういう校庭で指導を受けられる。また、実地となりますと、実際の近所のとこ

ろを歩いて勉強をするといいますか、歩いて現場を知るというようなことも大事かと思いますの

で、その是非については、いろいろと異論があろうというふうに思います。しかし、今後の計画

については、まだ、全くないということでございます。

議 長（森本敏軌） 家城議員。

６ 番（家城 功） すみません。この場に来ると緊張するもので、ちょっと言い方がおかしかったの

ですが、例えば、交通公園みたいなもので、人がようけ来ていただけるような施設をつけていた

だければどうかというようなことがお聞きしたかったのですが、非常に申しわけないですが、そ

ういうようなご配慮で、今後、検討していただけるということで、多額な費用を旧町から使われ

て、せっかくいいものができるんだったら、一人でも多くの人が来ていただけるような公園づく

りをしていただければありがたなと思います。

あと教育費につきましては、いろいろな項目の中で予算を組まれて決算を報告を受けておるわ

けですが、勢旗議員の質問にもありましたが、地域の子供の平均レベルな部分につきましては、

新聞を見ておりますと、京都の南部と比べても低いと、そういった中で、新聞報告では全国の学

力テストで小学校の分野においては、全国的にも高い方にはおられたのですが、中学校になると

平均以下だというようなことも新聞で見させていただきました。そういった中で、子供の教育に

つきましては家庭でのかかわり、また、地域でのかかわりが非常に大きなウエートを占めておる

というのは、私も一人の親として思うわけですが、最近では勤めに出られる方も多い中、また、

共働きの家庭も多くて、なかなか子供たちと一日じゅうかかわるような時間がとれないようなこ

とが実態でございます。また、私も子供がおりまして、中学校に入って勉強しよるところをちら

っとのぞいたら、「お父さん、ここ教えてくれ」と言われても、質問されても答えられないレベ

ルの学力、学校で学ばんなん部分が、私らの子供のころに比べますと上がっているのか、私が勉

強をしていなかったのか、後者だとは思うんですが、ような状況の中で、必然的に教育現場に頼

っていくのが、頼らざるを得ないのが現状ではないでしょうかと思います。

そういった中で、こういう学力がどうのこうのという騒がれる中で、子供たちは町の将来を担

う非常に大切な宝であり、伸び伸びと生き生きとした生活の中から、また、勉強もしていただけ

るような取り組みを心がけていただきたいなと思うんですが、教育長の教育に対する基本的な考

え方をお聞きしまして、質問を終わらせたいと思います。よろしくお願いします。

議 長（森本敏軌） 垣中教育長。

教 育 長（垣中 均） お答えいたします。

まず、学力のことにつきまして、ちょっと本町の状況を説明させてもらいます。中学校で落ち

るということでございますけれども、丹後教育管内、特に本町におきまして中学校は全国レベル

をキープしております。ふるわなかったのは小学校の方でございます。それは丹後局全体が、そ
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うでございます。それは新聞で府教委が発表したとおりでございます。それにつきましては、各

学校で一人一人の子供の結果を分析いたしまして、そして、それに対する対応策を考え、そして、

回復に努めるように今、作業に取り組んでいるところでございますし、これは本町だけではござ

いません。丹後局全体の課題として局の方も鋭意取り組むように努めておりますので、よろしく

お願いしたいと思います。

さて、教育に関する私の考え方というのは非常に大きなテーマでございまして、確かに現在、

言われておりますように家城議員、今おっしゃられましたれども、親御さんたちも非常に忙しく

なってきていると。だから、家庭でと、なかなか面倒が見られないというようにおっしゃられま

したですけれども、教育は今、国を挙げて言っていますように、やはり学校、家庭、地域が、そ

れぞれの役割を認識し、そして、その認識をわきまえて、そして、一体となって取り組んでいく

べきものだというふうに国を挙げて取り組んでいるところですので、どこか一つというわけには

いかないと思っております。よく言われるのは学校ですべて見てくれというような話になるわけ

でございますけれども、子供の生活時間は、学校におるのは、多く見積もっても一日の３分の

１でございます。在家庭が、就寝時間を入れまして３分の２ということになります。その意味で

学校、家庭、地域が一体となって子供を育て、教育していかなければならないということになろ

うかと思います。ホトトギス法の子育てということは、これはいかがなものかと、そのように思

うわけでございます。

ホトトギスというのは、卵をウグイス等の巣に産んで、そしてふ化させ、そして育てさせると

いうのがホトトギスの習性のようでございますけれども、そのように、どこかにすべてをゆだね

るということはいかがものかと、そのように思っております。以上、答弁にならないかもしれま

せんけれども、よろしくお願いしたいと思います。

議 長（森本敏軌） 家城議員。

６ 番（家城 功） 教育長におかれましては、私も高校時代に担任も持っていただき、教壇にも立っ

たいただき、私が学生時代に出会った先生の中でも特に印象に残る指導力を発揮され、すばらし

い先生だと私は感じております。そういった人が、我が町の教育長という立場の中で、教育機関

のトップに立たれて学校の先生たちの指導もされながら、保護者の指導もしていただければ非常

にありがたいと思っております。そういった指導力を生かしていただきまして、我が町の宝、子

供たちがすくすくと育っていただけるような環境づくりに、あと任期は何年あるのかわからない

ですが、一生懸命ご尽力いただければありがたいと思います。以上で終わります。

議 長（森本敏軌） ほかに質疑ありませんか。

多田議員。

１ ２ 番（多田正成） それでは、２回目の質問をさせていただきます。

大変、皆さん、ユーモアをまじえながら上手に質問をされますけれども、私はなかなか思うよ

うにいきませんけれども、決算の第１回目の、まず続きから入らせていただきたいと思います。

第１回目に基金積立金の問題を質問をいたしましたけれども、後日、金谷会計室長の方から裏の

というのか、本当の台帳をいただきまして、資料をいただきまして、これを見せていただきまし

て、すべて理解ができまして、事前に、このことを質問するまでに、このことを調べてから質問

をさせていただいたら恥もかかんでよかったなというふうに思うんですけれども、非常に方法い
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うのか、記載の方法の仕方というのがわかりまして、ありがとうございました。

ところが、そこまではいいんですが、この基金の参考書というものが、こういう形で出してい

ただけると決算書は、これで規定の決算書ですから、これでいいんですけれども、ここで僕らみ

たいに、たまに見る者が、理事者の皆さんはすべてわかっておって、どういうことだということ

がわかっておられるんでしょうけれども、たまに見る者は、ここでわからんと、何かちょっと感

じると、こっちの参考書、つまりとらの巻を見るわけですね。これを見ると余計と混乱してしま

って、あのような質問になったんですけれども、それは私が事前にこれを調べてからさせてもら

わなんだ、私が悪いんですけれども、もしここへ来させていただくなら、私らみたいな、たまに

見る者でも、例えば前年度末の現在高を、例えば２０年６月１日から、今度は次の決算年度末の

現在高と両方にですね、６月１日から次年度の５月３１日までと書いていただければ、そこの、

要するに出納閉鎖してからの２カ月間の留保の動き方というものがわかって、わざわざ質問せん

でも理解できるなというふうに思いますので、今度からは、このとらの巻は、たまに見る者でも

わかるようにしていただけたら、簡単にわかるようにしていただけたら理解できると思いますの

で、ひとつその点は、よろしくお願いをいたします。

それでは、次に農業の方で、農林課長にお尋ねをしたのは、肥料が米の方に、豆っこ米の方に、

どれだけ生産された肥料が使われているかということで小林議員も言っておられましたけれども、

７６％使っているということでありました。参考資料で言いますと１３４ページなんですけれど

も、豆っこ米も普通米よりは高く売れて好評だということでありますし、私も現に豆っこ米をお

店の方で使わせてもらって、お客さんに喜んでいただいておるのが現実であります。このことを

もう少しやはり農業経営も悪い中で、もう少し推進していただこうと思えば、肥料をもう少し大

量生産のできる形で推進していただかないと、１９年度も２１４．２キロ、２０年度も同じく、

やはりここを見ますと２１４．２トンというふうになっていまして、ここに書いてありますよう

に、作付面積が９０ヘクタールというのは、１８年度より１９年度より多く作付をされておるわ

けですけれども、生産数量が１万３，５００袋となっておるんですが、肥料の売上トン数と、こ

の生産の米の俵数と数字が合わないのですけれども、これは農家のことがたくさん、豆っこ米の

肥料を持っておられて、こういう姿になっておるのかなと思うんですが、１９年度のを見ても、

別にトン数が多いわけでもありませんし、肥料の売上が伸びておるわけでもないのに、米の生産

量だけではふえているということです。私は２１４．２トンの肥料からいいますと、１万

３，５００袋とれないように思うんですけれども、その辺はどういうふうになっておりますでし

ょうか。

議 長（森本敏軌） 浪江農林課長。

農林課長（浪江 学） お答えいたします。

数字を上げてご質問でございますけれども、ちょっとご質問が追いかけれませんでしたので、

状況報告をさせていただきますけれども、肥料を前年度に１年かけて、春までは１年で製造をし

て、つくりおきをします。それを翌年度の生産に使うということでございます。豆っこ米を生産

していただくための豆っこ肥料はほとんどが４月、５月のうちに散布するということですので、

春にほとんどの部分が必要になります。それを前年度１年かけて製造するということですので、

２０年度の豆っこ米の生産面積は１９年度の製造した豆っこ肥料で賄うということですが、そう
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いう見方で数字を追いかける必要がございます。

それから、大量生産というお話もございましたけれども、先日もお答えをさせていただきまし

たように、平成２０年度で発酵処理機の改修をさせていただきまして、昨年は、まだ年間、製造

２００トン規模で行っておりましたが、昨年、改修を行いまして、ことしは来年の春までに年間

３００トン規模で製造ができるような製造管理を行って、順調につくれているというような状況

でございます。

議 長（森本敏軌） 多田議員。

１ ２ 番（多田正成） 肥料の有効な面積といいますか、その辺は、例えば２００トンで、どのくらいな

面積、ヘクタールの生産ができるのでしょうか。有効肥料の数量ですけれども。

議 長（森本敏軌） 浪江農林課長。

農林課長（浪江 学） お答えいたします。

おおむね平成２５年度までの豆っこ米の生産、それからあわせて豆っこ肥料の製造についての

シミュレーションを立てながら管理をいたしております。例えば、本年、平成２１年度におきま

しては、先ほど申し上げましたように肥料の製造目標としては３００トンをもって、現在、製造

しております。それを来年、平成２２年産の京の豆っこ米の作付目標面積としては１２９ヘクタ

ールを予定しておりまして、本年が１０５ヘクタールの作付でございましたので、それだけは来

年、作付面積をふやせる予定になっているということでございます。

議 長（森本敏軌） 多田議員。

１ ２ 番（多田正成） そうですと、３００トンの生産をされて１２９ヘクタールと言われるんですけれ

ども、私が以前、課長に聞かせていただいたのは、２００トンで大体７５ヘクタールが有効肥料

だということを産建委員会で聞かせていただきまして、その中で３００トンの７６％が米に使わ

れるということでしたら、ざっと２４０トン弱ということになるんですけれども、例えば、そう

しますと大体、肥料が２４０トンぐらいになる。三八、二十四で８０％としましても２４０トン

ということになるんですけれども、２４０トンで豆っこ米をつくろうと思うと、どうでしょうか、

それでちょうど今の１万３，５００袋、６，７５０俵ぐらいの算入になるんですけれども、

１２９ヘクタールということになりますと、もっと肥料を生産しないと、その豆っこができない

んではないなというふうに思うんですけれども、それは農家の方がたくさん在庫を持っておられ

てやっておられるわけですから、一概に言えないかもわかりませんけれども、そういった生産の

中で、もっともっとやっていただくなら中途半端な農家の方が、これを１万３，５００袋の売上

を換算しますと１戸当たりの農家に、年間８８万５，３００円ぐらいしか所得がないという計算

になるわけですけれども、そんな計算の中で小林議員も言っておられましたけれども、非常に高

い経費率が、町としての経費率がかかっているということですから、それは小規模だからそうな

ると思うので、大は小を兼ねるのではないですけれども、大きくしてコストダウンをしていくと

いうさんにょうで、有吉議員も言っておられましたけれども、ほかの方法でも、もっとコストを

下げて大量生産のできる方法は今後、考えられるのでしょうか、このまま推移していかれると、

多分、今の機械で・・・計算しても４００トンぐらいしかできないと思うんですけれども、恐ら

くそれは不可能に近いのではないかなというふうに思います。もう少しも、やるならやるで、せ

っかく効果が出ておるんですから、もっと大きくとらえてやっていただく。そして、販売の専門
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家にも１００何万かかけて促進をしていただいておるわけですから、その辺のバランスはどうい

うふうにお考えでしょうか。

議 長（森本敏軌） 浪江農林課長。

農林課長（浪江 学） お答えしたいと思います。

ご質問の趣旨が、もう少しちょっとわかりませんので、的が外れるかもわかりませんけれども、

先ほども少し触れましたが、豆っこ米の生産計画と豆っこ肥料の製造計画は密接に絡んできます

ので、それは今後、約５年先を見据えてシミュレーションをしながら、それを実践していくとい

うことでございます。本年３００トン規模で製造をしているということを申し上げました。それ

で来年１２９ヘクタールを目指しております。平成２５年度にはマックス４００トンを製造した

もので２００ヘクタールを京の豆っこ米を生産していただけるというふうな見込みで、現在、進

めているということでございます。

私ども思っておりますのは、やはり機械ですので、おのずと機械の能力というのがございます。

したがいまして、それ以上のことはできることではありませんので、そこに作付面積の制限とい

うのが一定出てくるかというふうに思っております。また、現在、技術的なことも含めて検討し

ておりますのは、春にまいていただきます元肥に加えて、６月の終わりごろに穂肥というのをま

いていただきますが、このときに田んぼに水が張った状態の中で、たくさんの豆っこ肥料をまい

ていただくのは非常に労力が必要だということがございまして、できるだけまく量を減らせるよ

うに成分を高めることの検討というのが非常に重要で、そこのところを一生懸命させていただい

ております。また、同じ肥料を使っても反収を上げていくということによって生産トン数がふえ、

農家の所得につながるということでございますので、そこら辺もあわせて、常に技術的な検討を

させていただきながら、運営をさせていただいているということでございます。

議 長（森本敏軌） 多田議員。

１ ２ 番（多田正成） 課長の思いもありますし、できるだけ好評な声も聞いておりますので、できるだ

け、やはりいいものは伸していくという形をとっていただくには、やはり、その材料となるもの

がふえないと、そこに持っていけないわけですから中途半端に、中途半端と言ったら失礼ですけ

れども、もう少し大きい展開ができるように仕組みを考えていただけたら、まだまだ伸びるかな

というふうに思いますので、その辺はよろしくお願いをいたします。

次に、森林公園、商工観光課長にお尋ねをいたします。森林公園ですけれども、ことしの実績

を見ていただきますと、２２１ページなんですけれども、昨年は２万９７５人の入園者があった

ように実績に書かれておりますけれども、なぜことしは５，５８６人の入園者に激減してしまっ

たのでしょうか。

議 長（森本敏軌） 休憩します。

（休憩 午前１１時３６分）

（再開 午前１１時３７分）

議 長（森本敏軌） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

太田商工観光課長。

商工観光課長（太田 明） まことに申しわけございません。この数字は、そこに上げているんですけれ

ども、私の資料と全く違っておりまして、ちょっとその説明ができない状況であったのですが、
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私の方で把握しております森林公園の２０年度の午前、午後の入り込みといいますか、人数的に

は１万３，１０６人ということでございますので、その数字にちょっと恐れ入りますが訂正を願

いたいというふうに思います。

１万３，１０６人、１９年が１万４，８００人ということですので、若干減りはしております

が、人数的にはそういう状況にあるということでございます。

理由につきましては、特にこれといった要因はございません。いわゆるふだんの利用者が減っ

たということでございますし、グランドゴルフの利用者を考えてみますと、ふえておりますけれ

ども、いわゆるふだんここに来られる方が減ったと。例えば、その要因としましては１９年度の

ときには、保育所が１００名ほどどんと来られたというようなことが２０年度はなくなっている

というような状況でございますので、特に問題があって減ったというこことではないというふう

に分析をしております。自然の減というふうに認識をしております。

議 長（森本敏軌） 多田議員。

１ ２ 番（多田正成） 自然減ということなんでしょうけれども、あまりこの数字になってくると、そん

なに違ってこないわけでして、あまりにも、ここに記載してあるのが少な過ぎて、どうだったん

だろうなとふうに思いまして、ちょっとお尋ねしましたけれども、公園をいらっておった関係も

あるのかなと、遊具をいらっておった関係もあるのかなというふうに理解しております。

はい、この辺は、それはそれでよろしいし、それから、次に双峰公園なんですけれども、双峰

公園はあれですね、ことし若干入山客もふえておるですけれども、ごくわずかふえておるんです

けれども、ここにモノレーターがあるんですけれども、赤石岳に上がるモノレーターがあるんで

すけれども、あれはシルバーウィークの間はとめられておったのでしょうか。また、２０年度の

利用客というのか、モノレーターの利用客は何人ぐらいだったのでしょうか。

議 長（森本敏軌） 太田商工観光課長。

商工観光課長（太田 明） 答だけを申し上げますと、シルバーウィークのときは利用をしておりません。

利用させておりません。

それから、モノレーターの利用でございますが、２０年度におきましては、正直なところゴー

ルデンウィーク、２０年度におきましては森林公園まつりを５月４日にやっておりますので、実

はそのときだけ利用者があったということでございますので、双峰公園まつりの５月４日に動か

したということでございますので、人数的には２０名程度だったというふうに記憶をしておりま

す。

議 長（森本敏軌） 多田議員。

１ ２ 番（多田正成） 私は課長の方から動かないように命令をされておるというのか、そういう指導を

されておるなら、質問をすることはないんですけれども、なぜゴールデンウィークとか、そうい

ったときに、双峰まつりだけではなしに、採算がとれないのは、もう初めからわかってのことで

すけれども、やはりお客さんは、孫を連れて上がっていこうと言って上がられてますね。そのと

きに、そこへ行って、あそこまで上がっていこうかというふうに言っておられるんですけれど、

もう採算がとれないので上げられませんというふうに、管理しておられる方に言われたというこ

とを言って嘆いておられましたけれども、課長の方から、そういう指導をされておるなら、なぜ

そうして、採算がとれんのはわからんのに、とれんのは初めからわかっておるわけですから、な
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ぜそういうことを、まして常の日ではない、やはりゴールデンウィークとか、シルバーウィーク

とか、休みのときですので、なぜそういう指導をされておるのか、お聞かせください。

議 長（森本敏軌） 太田商工観光課長。

商工観光課長（太田 明） お答えいたします。

多田議員も乗っていただいたというふうに思いますけれども、一往復するのに１時間、６名を

乗せて２台が動くという形になっております。ふだんから、あそこをオープンするということに

なりますと、当然、それにかかわる人的費用が、時間、例えば最低賃金の７００円台にいたしま

しても、二人をキープしていかなければならないという状況になっております。したがいまして、

稼働率的に考えましても、とりわけ平日に、それを動かすことについては、この経営状況の中か

らは非常に難しいという判断をしております。ただ、ゴールデンウィークとか、このシルバーウ

ィークとか連休があるわけですけれども、飛び込みという形の中で受け入れをするかしないかと

いう、ここがポイントになるかと思いますけれども、予約で、事前にあれば、土日におきまして

も受け入れをするという形は対応がとれますので、現場には、そういう、それを受けながら臨機

応変な対応をとっていけということは申し上げておりますけれども、基本的には今の段階で、あ

のモノレーターを動かすことについてはイベントだとか、受け入れが、事前予約があれば、それ

によって動かすという形にとどめてほしいというふうには申し上げております。ただ、地元の管

理人との話し合いの中で、本当にそれだけのニーズがあるかというと、私の方には、それぞれ上

がった方の中で、１名、２名、モノレーターがあるということで、期待をして来られる方がある

かと思うんですけれども、その辺の告知の仕方が若干まずいかなというふうに思いますけれども、

対応的に、そういう臨時的な対応ができない状況で、しない状況で動いてくれというふうには言

うておりますので、それを守っていただいているということでございまして、私どもの判断で、

そういう形をとっております。今の現状を踏まえてということでございます。いろいろと考え方

はあろうかと思いますが、今は、私どもは、そういう考え方で運営をしているというこことでご

ざいます。

議 長（森本敏軌） 多田議員。

１ ２ 番（多田正成） 確かに採算、あるいは人件費の問題、それから、手の問題、いろいろとあるんで

しょうけれども、そうならそうで、登山客だけを相手にするといった形で、山小屋のような形、

信州の方へ行きますと、だれも管理人のいない山がありまして、そういうところに泊まって散策

をするわけですけれども、そういった形で、はっきり形を打ち出さないと、中途半端にモノレー

ルがある。やはりお客さんは、それを目当てに子供さんと一緒に上がられる。ところが、そう言

って断られた。帰ってきて嘆いておられる方がおいでました。それは今、お話を聞いて課長が、

そういう指示を出しておるということでありますから、それは何の管理人さんに問題はないんで

すけれども、管理人さんが手が忙しいものだから、勝手にそういう判断をして、そう言われたの

かなというふうに、私はお客さんから、そう聞いたときに、思いましたので、やめるならやめる、

やるならやるという形で初めから採算ベースに乗っておらんわけですから、そこを観光地として、

また、私も乗せていただきましたけれども、孫とあそこに二人で乗って歩いておっても、高山植

物がいろいろと見れて結構、子供と会話、孫と会話ができたりするわけでして、やはりそういう

ことがある中で、本当に指針を示して、あそこをどうするんだということを示してやっていただ
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かないと、そんな中途半端で、内輪だけがわかっておって、お客さんには何の指示もしていない

とう形では、私はこれはまずいのではないかなと、お客さんを受け入れる体制にはまず過ぎるの

ではないかなと、そういうふうに思いますので、その辺をしっかり打ち出していただきます。以

上です。よろしくお願いします。何かありましたら。

議 長（森本敏軌） 太田商工観光課長。

商工観光課長（太田 明） 毎回、価値観の部分での話になるというふうに思いますけれども、どこまで

のサービスを行っていくか、現状を見据えたときに、どう判断するかということで、そういう判

断をしているわけですけれども、確かに一つご指摘の来場者に対する告知の問題は、非常に重要

なことだというふうに、私も思いますので、そこのあたりを、やるかやらないかも精査してみて

もいいんですけれども、その来場者に対する告知の仕方は、きちっとしていきたいというふうに

思っています。

１ ２ 番（多田正成） はい、ありがとうございました。

議 長（森本敏軌） ここで少し早いですけれども、休憩に入ります。

午後１時３０分再開します。

（休憩 午前１１時４８分）

（再開 午後 １時３０分）

議 長（森本敏軌） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

決算審議を続行します。

質疑ありませんか。

糸井議員。

１ ０ 番（糸井満雄） それでは少し、二、三点質問をさせていただきます。

企画財政課長にお伺いいたします。

まず、財政状況についてお伺いするわけですが、２０年度の財政については、健全化判断基準

をいただいておりますが、それぞれクリアしておりまして、特に問題はないと思っております。

しかし、４ページの、これは参考資料ですけれども、財政状況を見みますと、昨日、井田議員の

方から質問があったわけですが、経常収支比率が９５．１％、それから、経常一般財源比率も

９９．６％、臨時財政債ですか、この、あれをみると、みんとで大分違うわけですけれども、ち

ょっと率が違うわけですけれども、そういう率になっております。この比率で示されるように、

非常に弾力性がなくなっておるということが言えるのではないかなと、すなわち財政の硬直化が

見られるのではないかなというふうに思っております。対１８年度から見ましても少しずつ悪化

をしておるということが言えるのではないかなと私は思うんですけれども、また、先日、これは

議長会の資料だったと思いますけれども、京都府下の財政指標も見せていただきました。大体

２６ですか、１５の市と１１の町村ですけれども、これのランクを見てみますと大体、与謝野町

が半分からちょっと悪い程度の状況が示されたと、これは１９年度ですけれども、思っておりま

す。そういう状況を判断するときに企画財政課長としては、この状況を健全財政と認識してもい

いのかどうか、あるいは厳しい情勢、いわゆる財政状況なのか、そこら辺の認識をお聞かせくだ

さい。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。
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企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。

まず、与謝野町の財政状況でございますけれども、現在、その町の財政が健全かどうかという

ことにつきましては、糸井議員ご指摘のように財政健全化判断比率ということで、実質赤字比率、

それから、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率、これ数値によって判断をされる

ところでございます。その意味では、与謝野町の場合、今回、この４指標ともすべてクリアをい

たしておりまして、数値的には問題がないというところでございます。与謝野町の置かれている、

この財政健全化判断比率の京都府下での順位といたしましては、実質公債費比率、これ平成

２０年度の暫定値でございますけれども、２５団体中１７番目だということのようでございます。

それから、将来負担比率、２５団体中の１３番目というところのようでございます。暫定値で

ございますので、今後、変更になる可能性もあるということでございます。大体、真ん中あたり

かなというふうに思っております。確かに数値的には、そうなんですけれども、ご指摘いただい

ておりますように、経常収支比率、これが９５．１％ということで、かなり硬直化してきている

ということは否めない事実でございます。この経常収支比率が高いということにつきましては、

いろいろな国の制度の仕組み、そういった制度の改正、そういったものからなってきておるとこ

ろもあるというふうに思っております。平成１８年度、９３．９％だった経常収支比率が

９５．６％に平成１９年度は上がりました。今回は９５．１％ということで、若干下がっており

ます。

先日も申し上げたんですけれども、１９年度に９５．６％という数字へ上がりましたのは、こ

れも国の制度上の考え方の相違によるものでございます。下水道への繰出金、これが１８年度ま

では臨時的経費という扱いであったものが、経常的経費に変わっていったということで

９５．６％まで上がりました。しかし、１８年度までの考え方でいきますと、この数値は下がっ

ておったということでございます。それから、今年度も９５．１％まで下げておりますので、

１８年度までの考え方であれば、さらに下がったということが言えるというふうに思っておりま

す。この経常収支比率を下げるという意味で一番望ましいのは、やはり国が、税収が上がりまし

て、交付税等がさらにふえて、経常一般財源がふえるということが一番望ましいというふうに思

っておりますけれども、なかなかそういう状況にはないと。ですから、１００円入ってきたら

９５．１円は固定費になるわけですね。あと４円９０銭で、いろいろな政策を考えていくと、そ

ういったときに、例えばこんな不況な時期です。そういうときに財政出動だというても余裕がな

いということが現実の状況でございます。

数値的には、問題のない健全財政というふうに言えると思いますけれども、この経常収支比率

等の上昇については、やはり何か工夫を凝らしていく必要があるだろうというふうに思っており

ます。以上です。

議 長（森本敏軌） 糸井議員。

１ ０ 番（糸井満雄） 今、企画財政課長としての考え方をお聞きいたしました。非常に経常収支比率な

んかを見ると、非常に弾力性がなくなって厳しい状況というんですか、余裕がなくなったという

ふうには思いますけれども、監査委員さんの講評の中でも、特に指摘することはないというふう

な講評でございましたし、まずまず、厳しいけれども、そう心配するものではないかなというふ

うな認識で、私もおりたいなと、きょう同じ認識を、やはり執行部と議員も、同じ認識が必要で
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はないかなと、こういうふうに思いまして質問をさせていただきました。そういうことで、厳し

いけれども、これからの財政運営にも一段のご努力をお願いしたいなというふうに思っておりま

す。

それから、もう一つちょっと、これは私もよくわからないのですけれども実質収支、２０年度

の実質収支に関する調書でも１億６，５２１万７，５６１円で、その２分の１の８，２６０万

８，７８１円が、これ基金積立ということになっておるわけなんですけれども、３年間見ており

ましても２．６％、２．３％、１９年度が２．３％、２０年度が２．４％、いわゆる実質収支比

率というのが、これは実質赤字比率にもつながっていくわけですけれども、赤字を出していない

のでいいわけですが、実質収支比率が１８年度２．６％、１９年度が２．３％、２０年度が

２．４％ということになっております。これは臨時財政対策債を含んでの数字だろうというふう

に思いますけれども、２．５～６％で非常に安定しておるというふうに、特に問題ないわけです

けれども、この私の認識では適度の余剰金とは、標準財政規模の３％から５％が望ましいと、こ

れが健全財政だというふうに言われておるんですけれども、少し悪いのかなというふうに思うん

ですけれども、企画財政課長は、これをどのようにとらまえておられますか、ちょっとお聞かせ

をください。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えいたします。

教科書的には確かに標準財政規模の３％から５％程度ということだというふうに思います。し

かし、実質収支比率といいまして、歳入から歳出を引いて、翌年度へ繰り越すべき財源を引いた

ものが実質収支だということでございまして、やはり、その年度年度の事情等もございましょう

し、その年度の、いわゆる必要な事業、緊急必要な事業、そういったものに充当していって、そ

れが２％に下がるとか、３％までに下がるとかいうことがあっても、これはやむを得ないのでは

ないかなというふうに思っております。特に、これによって赤字を出すとかいうことではないと

思いますので、あまり私としては気にしていないということでございます。

議 長（森本敏軌） 糸井議員。

１ ０ 番（糸井満雄） 次の質問をさせていただきます。

昨年度も、私、また、質問をさせていただいたんですけれども、また、同じような質問になる

かと思うんですが、予備費の充当と、それから科目流用についてです。少しお尋ねをしておきた

いと思います。まず、基本的な考え方として、流用の費目についてお伺いをしたいと思います。

科目流用が随所に見られます。もちろん目だとか節だとかいうのは執行科目でございますので、

これは町、いわゆる首長の権限で流用が認められておりまして、問題はないわけですけれども、

主にどの費用に流用されたのか、例えば、流用の一部を申し上げますと、総務費情報システム

８，５５０円が企画費へ流用されております。それから、衛生総務費の２万１，０００円が塵芥

処理費へ流用されておる。さらに農林水産費の農業委員会費、総務費、農地費が、これが農業施

設管理費へ流用されております。道路橋梁総務費から道路新設改良費、あるいは都市計画総務費

から都市下水道費、こういったものが流用されております。この流用の費目、これはどういう費

目で流用されて、例えば、物件費から人件費とか、これはだめだと思うんですけれども、需用費

から、どこへいくとか、特に特徴的に、こういう流用がされておるものがあったら、ちょっとお



－509－

聞かせください。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えいたします。

款項、これに影響を及ぼすような流用というものは、これはできないということになります。

ですから、目までの金額の移動ということであれば、執行科目でございますので、これは流用が

できるということでございます。ただ、人件費をふやすような流用だとか、物件費だとか、補助

費だとか、そういうようなものから人件費をふやす流用だとか、それから、町長交際費、交際費

をふやすような、交際費でよかったかな、流用があります。それから議会が否決したというんで

すか、ような科目ですね、それらに流用するだとか、そういったことについては禁止をさせてい

ただいております。今回は、それぞれの執行科目の中で、過不足が生じて、それぞれ流用をさせ

ていただいたということだというふうに認識をいたしております。

議 長（森本敏軌） 糸井議員。

１ ０ 番（糸井満雄） そうだといいわけですけれども、例えば、物件費から人件費、それから人件費か

ら物件費にするとか、そういう流用費がなければいいわけですけれども、そういうことで流用が

安易に考えられておるのではないかというふうな気持ちがいたしたものですから、一つ質問をさ

せていただきました。これにつきましても、十分考慮をしていただきたいなと思うのと、やはり

予備費が充当されているんです。それで去年も申し上げましたが、ことしは土木関係の充当がな

くなったり、少ない金額なんですが、それでもやはり８００万円、これ充当されておるんです。

昨年は除雪費なんか高額になっておったわけですけれども、ことしは、その点が減少しておりま

す。しかし、総務費だとか、総務管理費に３４３万７，０００円、これ観光施設費用に１５７万

４，０００円が予備費から充当されておるわけですね。何か緊急的に補正予算で対応ができない

ような緊急的な、やはり事象が発生したのなら、私はわかるんですが、あまりこういう必要性は

感じられないわけですけれども、この状況になったのは、どういう事態が起こったのか、補正予

算で対応ができなかったのか、この点についてお聞かせください。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） ちょっと今、資料を持ってきておりませんけれども、私の覚えで申し上げま

すと、予備費充当等で多いのが過誤納の還付金、税の、いわゆる修正申告だとか、そういうのが

ございまして、こういう不景気な時期でございますので、そういった還付金を一定、予算を組ん

でおるんですけれども、それがどんどんオーバーしてくると、いわゆる予算よりオーバーしてく

るという場合がございますので、これは一日でも早くお返ししたいと思っていますので、そして、

これは、特に政策的経費でもないので、こういったものについては予備費充当させていただいて

おるということでございます。

それから、観光施設ということがございましたが、たしか私の覚えでは昨年、岩滝の町民体育

館の前のトイレですか、あれが火災に遭ったと思うんです。

１ ０ 番（糸井満雄） どこが。

企画財政課長（吉田伸吾） 岩滝の町民体育館の前のトイレ、これは、ああいう町のメーンストリートに

あるものでございますので、それを補正予算を待って措置するというには、ちょっと時間がかか

るということでございますので、やはり予算がないと発注できないということがございますので、
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予備費を充当して、その発注をさせていただいたという覚えがございます。そういったことでご

ざいますので、特にやましい使い方をしている気はございませんので、ご理解いただきますよう

にお願いをいたします。

議 長（森本敏軌） 糸井議員。

１ ０ 番（糸井満雄） 流用だとか充当は各課長さんに聞けばいいんですけれども、これはやはり全部、

企画財政課長のところに申請が上がるわけですから、みんなご承知だろうというふうに思いまし

て、質問をさせていただきました。

それから、企画財政課長、もう一つだけちょっと教えていただきたいんですけれども、決算書

を見ますと補正で減額されておるわけですね。そして、その後か先か知りませんけれども、予備

費充当されておるわけです。片一方で補正で減額して、また、充当しておる。こういう事象があ

るわけですよね。例えば、議会費もあります。それから、道路新設改良費だとか、非常消防費、

それから教育事務局費です。文化財保護費、学校給食費など、こういうのは一たん補正予算で減

額されておって、そして充当されておるわけです。これはどういうふうに理解したらいいのか、

お聞かせください。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えいたします。当初予算から補正予算、通常６月、９月、１２月、３月

と４回、通常は行います。そういう中で事業費が確定いたしましたならば、その時点、例えば

１２月の議会で不用となった工事請負費だとか、いろいろな事業費、そういったものを減額をす

ると。減額をした後に、今度は違う科目の方で、今度は予算に過不足を生じるということがござ

います。そういうような場合に、やむを得ず流用なり予備費を充当するということがあるという

ことでございます。そういうことでございますので、よろしくお願いいたします。

議 長（森本敏軌） 糸井議員。

１ ０ 番（糸井満雄） 理由は大体わかりました。だけどあんまり好ましいような、私は姿ではないかな

というふうに思いますので、やはり予算、そのためには予算策定のときに、もっとシビアに予算

をつけていただくと、これはなかなか難しいと思いますけれども、そういうことで、できるだけ

こういうふうな姿は流用でも、充当でも考えていただきたいなと、ちょっと安易に考え過ぎてお

られるんではないかなというふうに私は、うがった見方をしておるわけですけれども、そういう

ことのないように、ひとつお願いをしておきたいと思います。

時間がありませんので、次にいきます。きのうも井田議員からありましたんですけれども、主

要施策の成果説明書なんです。私も、これを申し上げまして、昨年から大変こういう主要施策の

調書をつくっていただきました。これは大変、私は参考になりますし、大変いいんですけれども、

これの上に、私は２ページか３ページでもいいと思うんですよ。これはどちらかというと、この

間も言われておりましたように数字が中心で編成されております。いわゆる、この説明書は予算

執行権を有する町、いわゆる首長さんの、町長の立場から事業の成果や進捗状況等が行政施策の

内容が明らかになるような説明書、これを望んでいるわけです。これ数字で示されておるわけな

んですけれども、企画財政課長なんかは、いつも数字をにらんでおられるんので、すぐわかりま

すけれども、我々は数字、ちょっと弱いですし、なかなかこれを見ても成果がわからないという

ことですので、やはり様式は決められておりましたけれども、そうした説明書、調書ではなしに
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説明書ですよ、説明書が、この上につけていただきたいなというふうに思うわけです。すなわち

行政効果の客観的判断のための資料として、二、三ページで結構でございますので、町の見解も

含めて載せていただきたいと、そうすれば、私は１００点じゃないかなと思うんですけれども、

ぜひこの辺はつけていただきたいとうふうに思いますが、昨日では企画財政課長は、その必要は

ないというふうな答弁でございましたけれども、もう一度、その点についての見解をお聞かせい

ただきたいと思います。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。一応決算書のつくり方、見方というような教科書がご

ざいますけれども、様式は決まっておりませんけれども、あえて示せば、こんな様式だというの

が現在、配らせていただいております主要施策の概要版でございます。そういうことに基づきま

して出させていただいておりますが、きのうのご質問は、こんなものは主要施策の動向のあれで

はないという言い方でございましたので、あれでございます。私といたしましては、拒否をさせ

ていただいたということでございますが、こういうふうにつけた方がいいし、つけてもらえんだ

ろうかというお話でしたら、私は来年から、また、それを考えてさせていただきたいというふう

に思います。以上です。

議 長（森本敏軌） 糸井議員。

１ ０ 番（糸井満雄） ぜひ一つお願いしたいわけで、例えば、やはり２０年度の予算で町長は説明をさ

れておるわけですね。その中で、ちょっと申し上げますと第一次総合計画に掲げる事業の推進、

また、行政改革大綱の目標達成に向けての行政改革の取り組みが、これが最大のテーマと位置づ

けておると。そして、３項目ほど、例えば行政の効率化を図りながら住民の目線で行政を推進す

ること。二つ目には、新町の一体感の醸成が図れる事業に取り組むこと。三つ目に既存事業や懸

案事項の再検討を行い。スクラップ・アンド・ビルドの考え方を基本に、事業にメリハリをつけ

ることと言うて、持続可能な発展となるよう住民の協働の基本に町政を推進しながら効率的、効

果的に町民の負託にこたえると、このようにおっしゃって、説明をされておるわけなんで、るる

その方針があるわけなんです。こういう方針が、どのように２０年度の決算で生かされておるか

ということが、やはり客観的に我々が判断できるような、そうした説明書がほしいわけです。で

すから、これが果たしてどのように効果になっていったのかなというふうな質問もしたいわけで

すけれども、時間がありませんので、そこはしませんけれども、そういうことがわかるような、

そしたら、質問もしなくてもいいわけですから、そういう説明書が、企画財政課長が無理でした

ら町長でも結構ですので、つけていただきたい。ぜひお願いしたいということで、お願いして質

問を終わります。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） できるだけわかりやすく、町民の皆さんにもわかっていただけるようなという意

味では、１年ごとの総決算でございますから、どこまで自分の思った考え方が進めてこられたと

いう、文章にするのは非常に短い格好になろうかと思いますけれども、その時々の成果だとか、

思いだとかを検証すると意味では、せんだってのローカルマニフェストの検証大会がありました

けれども、それと同じように１年間の取り組みについての、そうした結果を出させていただくい

うことにつきましては、努力させていただきたいと思います。
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１ ０ 番（糸井満雄） 終わります。

議 長（森本敏軌） ほかに質疑ありませんか。

上山議員。

３ 番（上山光正） それでは質疑に入らせてもらいます。まことに初歩的に質問になって申しわけな

いんですが、まず、収支のバランスについてお伺いをしたいというふうに思います。

経常収入で経常支出を十分に賄って、そして、なお相当額の一般財源を建設事業費等々に充て

るなど、こういった臨時支出に充てることができる状態が非常に好ましいと、このように言われ

ているわけですけれども、経常経費を賄う経常一般財源の余裕が、この２０年度決算には、私ど

もの目には見られないわけですが、同時に交付税の減額に起因していることは、私どももよく存

じておるわけですが、ほかに何か原因があるのか、この点をまず、１点お尋ねしておきたいとい

うふうに思います。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。

平成２０年度決算で、これ地方財政状況調査でございますけれども、臨時財政対策債もあわせ

ました経常一般財源収入は６８億９，８５２万７，０００円でございます。臨時財政対策債を引

きますと６５億１，３５６万１，０００円という経常一般財源であったということでございます。

これにつきましては、経常一般財源につきましては平成１９年度よりも普通交付税が約１億

５，０００万円程度伸びておりますので、経常一般財源ということについては１９年度よりは若

干は伸びているというふうに思っております。

議 長（森本敏軌） 上山議員。

３ 番（上山光正） そこで一般会計の監査意見書ですね、この３ページの物件費、それから補助費等

の、どう経常一般財源がふえていると、このようにくだりがあるわけですが、参考資料の１１ペ

ージ、普通会計の性質別経費の状況の前年度と比較表で見ますと、私の、この資料の見方が間違

っているのか、年で意味がわからないのか、これがわかりませんけれども、間違っていたらお許

しがいただきたいというふうに思うわけですが、それは、この物件費の１５億６，７１１万円、

それが１９年度では１６億６，６５８万円となっているわけですが、増減の理由の中で合併関連

事業、あるいは後期高齢者医療制度対応システム開発委託料と、こういったものがあるわけです

が、それよりも、もっとほかにあるんじゃないかなと思うんですが、そうせんと数字的にちょっ

と、この意見書とのが合いませんので、その辺のところをお尋ねしたいと思います。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えいたします。

物件費が約１億円程度減額となっております。合併関連業務が１，１０１万円、それから、後

期高齢者医療制度対応システム開発の委託料が約２，５００万円、合わせて３，５００万円程度、

さらにもっともっとたくさんあるけでございますけれども、これはいろいろな計画づくりをやっ

ております。そういったものの委託料が減になっておるということも出てまいりますし、それか

ら、合併関連業務というよりも合併に関していろいろな備品も必要だったということもございま

すが、そういったものの購入費等も減額になってきておるというふうに思っております。詳しく

は分析しておりませんので、その程度しかご説明できませんけれども、よろしくお願いしたいと
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思います。

議 長（森本敏軌） 上山議員。

３ 番（上山光正） そうすると、この物件費の件については、およそ間違いがないということで理解

したらいいわけですね。そこで物件費と維持補修費、それに扶助費ですね、また、補助費等、加

えて公債費の比率ですね、こういうのは計算が多分されていると思うんですが、現在、与謝野町

ではどういうふうになっておりますでしょうか。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。

扶助費、物件費、維持補修費、補助費等々、これ公債費といいますか、借金返しという意味に

聞こえるんですけれども、扶助費も物件費も維持補修も補助費も、これは公債費比率だとか、そ

ういったものの計算には含めておりません。

議 長（森本敏軌） 上山議員。

３ 番（上山光正） 計算には入れていないということなんですが、一般的には、この物件費と維持補

修費、扶助費、それから、先ほど申し上げました補助費等、加えて公債費の比率ですね、これが

７５％を上回る、上回るようなことでは財政が硬直化をしていると、このように判断の基準だと

いうことで、私ども昔から聞いておったわけですけれども、それで本町の比率、あるいは弾力性、

この観点からいろいろと図っていきたいなと思ったのですが、この財政の弾力性の場合は、先ほ

ど糸井議員さんのところで説明をされておりますけれども、この２０年度と決算でありますし、

現在、２１年度中ということで、政権交代もされ、実質的には、この２２年度にいろいろな見直

しがされて減額科目がふえていくであろうというふうに思いますけれども、この辺の見解はどう

でしょうか。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えいたします。

平成２１年度の補正予算の見直しが、きょうが期限ですね、１０月２日までに各省庁が出すよ

うにということで、それから、どうするのかということ決まってまいります。そういった動向も

見きわめなければならないというふうに思いますし、それから政権交代して、民主党さんという

のが、小沢幹事長が地方を一生懸命行脚してやられたというふうに聞いておりまして、地方は大

事にしていただけるのではないかなというふうに、私は思っておるんですけれども、ですから、

そんなひどい仕打ちはないと思っておるんですけれども、ただ、私どもが聞いておりますのは、

どうなるか、まだわかりませんけれども、国の補助金等を廃止して一括交付金とか、そういった

ものに将来的には変えていくんだというようなお話も聞かせていただいております。ただ、一括

交付金と、どういうふうに配分されるのか、実現するのか、しないのか、まだ、わからないわけ

ですけれども、今まででしたら、地方は国の補助金がつかないからできなかったとか、いろいろ

なことが言えたわけですけれども、一括交付金として使途が全く自由だと、地方の創意工夫を凝

らして使用したらいいんだという話になりますと、さらに大きな責任を持ってまちづくりを進め

ていくような時代が来るん違うかというように思っております。

議 長（森本敏軌） 上山議員。

３ 番（上山光正） まだ、わからん、さきのことをお尋ねして申しわけなかったんですけれども、や
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はりこうして新聞、ニュース等でいろいろな方角から見直し見直しで来ておりますので、やはり

そういうところも十分に考えていかなければならんと違うかなということで、また、それは後の

質問にさせていただきますが、この経常経費の増加額、前年度に比較しまして、これを上回る経

常収入の増加額、これがいかに得られるかということで、職員の皆さんも財政課も一丸となって

知恵を絞っていただいておるわけですが。そこでお尋ねするんですが、一方で人件費が大分抑え

られている。特に職員給与の分ですね、これ前年度からマイナス１億何がし、こんな大きな金額

が減額になっておるわけですけれども、交付税等々が、この自民党政権の中で減額なかったとい

うことを受けて町の財政も非常に厳しい、だから、手っ取り早くですね、言い方が悪いですが、

まず、職員の給与等々を減額すれば、それが容易に交付税の穴埋めになるとは言いませんけれど

も、やはりみんなで一固まりになって給与の減額に努めるということで議会も協力をさせてもら

ったということなんですが、しかし、すべてが、この減額によって解決、あるいは解消するとい

うものでは、私はないと思います。それに比例して、やはり職員の意欲も、頑張ってはいるわけ

ですけれども、精神状態の不安定、あるいはダメージをかなり受けていられるように私は見てお

ります。また、職員の減数によっての仕事の重さがますます両肩にかかっている。こういう状態

を見るときに、やはり職員は頑張ってはいていただくんですけれども、この精神状態の不安定、

これはやはり人間ですので、非常に厳しいところがあるんじゃないかなと思うんですが、この点

はどのようにお考えでしょうか。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） 先日来、そうした人件費の削減についての、議員の皆さん方の不安、あるいは、

そのほかにもいろいろとご指摘をいただいております。これは手っ取り早く職員の、そういうも

のをした結果ではない。確かに給与を削減するということも含めまして、この非常に厳しい状況

の中で町民の人たちも給与が全くいただけない。あるいは半分になったという、そういう状況の

中で、我々みずからも一定の、そういう汗をかくというか、血を流すというか、決してむだなお

金ではないわけです、生活給ですから、大変そういう状況の中で協力を今後、町民の方たちの行

革の中では補助金だとか、助成金だとか、そういうのを減らしていく中で、やはり理解をしてい

ただくためにはみずからも、まず、汗をかくというか、そういうことが必要だという、そういう

理解の上でさせていただいております。それと、やはり職員が勧奨退職といいますか、やめるこ

とによって新たな人材を迎え入れるという、そういう中で給与が、やはり年齢の高い方は給料が

高いわけですから、そういう人数を削減しながら、なおかつ、新しい方に入っていただくという

ことで、町の人材の新陳代謝がよくなってくると、そういう効果の結果、非常に多額の金額を削

減できたということですし、それにつきましては、いつまでも、そういう形ということは、これ

は難しいというふうに思いますが、実際に持続可能な、そういうまちづくりを進めていこうと思

いますと、やはり町が倒産状態になったような段階では、給与だ、何だなんて言っていられない。

また、町の施策だったって、やりたいこともやっていけない。そういうことにならないように、

やはりそれぞれが危機感を持って、そういうものに向かっていく一つの意識づけといいますか、

そうした意味も含めた中で、この職員の組合の方も理解してくれて、こういう手だてをとらせて

いただいたということです。

そういう中で、今後やはり持続可能な、そういうまちづくりのために、今までの財政規模では
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ない、今後、訪れるであろう非常に厳しい状況の中でも待っていけるような、そういう仕組みを、

まずつくっていくことが必要だというふうに思いますので、それらについては継続をして、工夫

をしながらお金を回していける、財源を回していける、そういうことが必要だというふうに思っ

ております。そういう中での、まずのとりかかりで職員に協力を求めたということでご理解が賜

りたいと思います。

議 長（森本敏軌） 上山議員。

３ 番（上山光正） 町長のお考えはよくわかるんですが、問題はですね、この経常経費の増加額、こ

れをいかに多くするかということなんですが、経常収入の増加の努力が平成２０年度の決算から

は見えてこないと、といいますのは、これは本当に難しいことなんですが、その施策を住民が受

け入れていなと、したがって、合併しても町がひとつもよくならないというような声が出てくる

わけですが、これは本当に難しい問題ではあります。しかし、マニフェストの達成度が決して高

くない。この商工業振興事業、また、産業振興事業、それから織物振興対策事業関係の軸足です

ね、昨日来のお答えでは、今、動きながら方向性を模索しているとか、こういったことをお聞き

するわけですが、私は、もうこんな言葉が出る時期ではないと、こういうふうに思っております。

この辺のところは担当課で、どのようにお考えでしょうか。

議 長（森本敏軌） 太田商工観光課長。

商工観光課長（太田 明） お答えいたします。

ご指摘のとおり、こういうような大変厳しい状況の中で並行して事を考えていくということで

はないというふうに思いますけれども、私どもも一定のバックアップといいますか、方向性を持

ちながらバックアップはしていっているというふうに考えております。ただ、それが、きのうも

申し上げましたけれども、有効に活用できているかというところの分析は十分していかなければ

ならないということで各関係団体、とりわけ商工会の方の新しい部会体制の中で、専門的なとこ

ろはやはり歩み寄りをするというところで現在進行形はとっていかなければならないというよう

な思いで発言をさせていただいたところでございます。

議 長（森本敏軌） 上山議員。

３ 番（上山光正） 質問をかえるわけですが、与謝野町の福祉関係の達成度は、これは決して低くな

いわけですね。かなり高い位置にいるんじゃないかなと私は思うんですが、これ町長にお尋ねす

るんですが、この与謝野町は、この福祉の町を軸足にして生きていかれるのですか。それともほ

かの、今、課長がおっしゃったような基幹産業であるとか、商工業に軸足を置かれるのか、どち

らなんでしょうね。そこでもし、福祉の町で生きられるということであれば、京都で、あるいは

日本で有数の福祉の町構想ですね、どなたが見ても与謝野町の福祉の町はすばらしいんだと、雇

用もたくさんできるんだと、こういったものをやはり軸足にしていただく、そういう意味では、

この２０年度の決算上、それほど強いインパクトは数字の上で見えないわけですが、この点は、

町長、どうお考えでしょうか。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） どちらに軸足を置くかというような点で、ものは考えておりません。それと総合

計画というものが、やはり与謝野町の一番上の計画でございますので、その総合計画、あるいは

行政改革大綱、それらに従って町の運営を進めていくという、その間の４年間を預からせていた
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だいている、その４年間の中で、私はこういうふうにしていきたいということを述べたものが、

選挙の前の皆さんとのお約束のマニフェストですから、そういう意味で、その中にもですし、総

合計画も総合計画というとおり、やはりいろいろな施策の方向性が書かれております。ですから、

その中で、特に、この４年間に、私がしたいまちづくりは、持続可能なまちづくりとなる、その

４年間を預からせていただく中で、今できる、しなければならないことは、これだろうというこ

とでさせていただいております。当然、そのわずかな時間の中ですべてを、１００％をやってい

く何ていうこともできませんし、それから特に産業振興などにつきましても、日本の国自体が非

常に厳しい状況の中で、それぞれの人たちが仕事がない、そういう状況の中で、そういう中でも、

できるだけ、この町の特性を生かした形で仕事おこし、あるいは、そういう産業おこしができる

ことが何かないかという中での、やはり検討といいますか、そういう計画づくりは必要だという

ふうに思っております。ですから、どっちに軸足をおくことだけではなしに、やはりバランスよ

く、大きい町じゃないわけですから、バランスよく、そうした福祉施策も、あるいは、そういう

産業施策も、それらがうまくかみ合って与謝野町らしい、そういうまちづくりができることが、

私にとっては理想だというふうに思っておりますので、その点で、こう抑えていけば、そうでな

いかもわかりませんし、それは決して数字にあらわれるものでもないこともあろうというふうに

思っております。わずかな工夫で非常に成果が上がることもあるでしょうし、そういう意味での

視点で決算も見ていただけたらありがたいなというふうに考えております。

議 長（森本敏軌） 上山議員。

３ 番（上山光正） 町長のおっしゃることは、本当によくわかるわけですけれども、先ほど申し上げ

ましたとおり、保守の基盤の強い自民党も崩壊して、今、民主党政権でいろいろな角度から見直

しを受けています。ここはやはりいつまでも、そうした湯の中に浸るんじゃなくて、ここは一度、

そういう考えを崩壊して、そして、新たに考えていくべきではないかなと、生きる方法をという

ふうに思うんですが、今のままのお考えでいかれるとですね、いつまでたってもやみが続いてく

ると、特に交代したことによって、それが濃厚になってくるわけですけれども、私が申し上げた

いのは、とりあえず思いはですね、暗よりも明を、つまり暗いより明るい方がいいと。それから

減っとるよりふえる方が言い、減より増、これを２０年度の決算の中で軸足が見られればなと、

私は思ったわけなんですが、しかし、こういう希望が住民の声なんですね。合併して、先ほども

申し上げましたけれども、何事もないと、このキャッチボール、この言葉がキャッチボールをさ

れているということ自体が、与謝野町は何かを考えていかなきゃならんと、そら少数かもわかり

ません。だけど、これはやはり耳を傾ける必要がないんじゃないかなと思います。そういった中

で、きのうも申し上げましたが、小自治体に可能な財源移譲を果たしていくということも、やは

り今後は考えていかなければならないのかなというふうに思います。つまり住民が参画をする、

先ほど来、伊藤議員さんもおっしやいましたが、本当の意味での、この自助、共助、公助ですね、

この言葉が実感として住民の心に浸透するような、また、浸透していく、こういうことをしてい

かなならんのかなというふうに思っております。かけ声だけの、もう自助、公助、こういったも

のは、もういいです。十分です。問題は、かけ声で意識改革ができれば、だれも苦労はいたしま

せん。もう一度、ここに何が欠けているか、検討がされたらどうかなというふうに思うわけです

が、最後に、この辺のところをお伺いして、質問を終わりたいと思います。
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議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） 今の上山議員さんのご質問、私、ちょっとばかなのか、理解できないところがあ

ります。どういう政権に変わろうが、あるいはまた、どういう形に国がなろうが、やはりこの与

謝野町を立て直していくといいますか、新しい町になった、この与謝野町を少しでも前進させて

いくために何が必要かということが大事だろうというふうに思います。先ほど、あまり自助、共

助、公助というものが見えてこないから、そういうお言葉が出てくるんだろうというふうに思い

ますけれども、決して、それは、今までの議会の中でも申し上げましたけれども、それには特効

薬はない、非常に地道な努力の、お互いのコミュニケーションの中で生まれてくるものだという

ふうに思いますけれども、そうした動きが、わずかこの３年間の、あるいは３年半の中で、それ

を実際に自主的な形で芽生えさせてやっていこうという、そういう動きというのは、いろいろな

ところで見えていると私は感じています。例えば、福祉の施策でもそうです。ＮＰＯの方たち、

あるいは福祉法人の方たちが、みずからの力で行政が、ある程度のお手伝いをすることで自分た

ちが施設を開所して、そして、そこでいろいろな仕事をつくっていくという動き、あるいは各地

域で、加悦奥でもありましたように、やはりお年寄りの安全を守るために、そういうお年寄りを

サポートする加悦奥の取り組みだったり、岩屋でも地域でお年寄りを何とか、災害時にでも安否

もきちんと尋ねられるような、そういう仕組みをつくっていこう、また、石川あたりでは、昔か

ら水がつきますから、水防隊の組織をもう少しきちんとしていこうとか、それぞれの課題、地域

の特性を持った中で、それぞれの地域が自分たちの力でやっていく、それに対して公も支援をし

ていく、そういう今、仕組みづくりといいますか、そういう意識づくりが徐々に進んでいる段階

です。ですから、それが１００％とはいかないにしても、そういう意識を持っていただくように

行政も働きかけ、また、住民の皆さんからも、そういうお声を聞く中で、批判があれば、やはり

その批判に対しては行政も真摯に取り組んでいく。お互いに、その中で行き違いがあったとして

も、やはり何回かキャッチボールをする中で、一つの到達点が出てきて、それが一つ前へ進んで

いく、そういうステップになるわけですから、そういう地道な取り組みが今後は必要だと思いま

すし、それらについて特効薬的な格好ですぱっということは、これ難しいというふうに思ってい

ます。ですから、仕事づくりにしても、雇用の問題にしても、産業の問題にしても、やはりみず

からやろうという気持ちのある人に対して、やはり我々も行政も、その基盤を支える、フォロー

できる、そういう基盤を施策として打ち出していく、それがうまく、今まだ回っておりませんの

で、そういうお気持ちになるのだろうというふうに思いますけれども、やはりその辺は、やはり

お互いにキャッチホールをする中で、よく理解した上で、せっかくある施策を利用していただく

とか、あるいはまた、こういうものができないかというふうな、そういうやりとりの中でつくっ

ていく、構築していくということが大事だろうというふうに思っております。言い方は違うかも

わかりませんけれども、究極的には上山議員と同じなのかもわかりませんが、それは、そういう

思いを、なかなかうまく伝えられていないということも、これ問題かもわかりませんけれども、

そういう機会をできるだけつくっていきたい。また、そのことによって一歩でも二歩でも、同じ

なら笑って前へ進んでいきたいと思いますので、また、ご協力をお願いしたいと思いますし、住

民の皆さん方に、その行き違いをやはりコントロールといいますか、お互い橋渡しをしてもらう

のは議員さんだと思いますので、そういう点で、ぜひご協力がお願いしたいと思います。



－518－

議 長（森本敏軌） 上山議員。

３ 番（上山光正） やめるつもりだったのが、一言だけ、私、別に町長がやっておられることを否定

しておるとか、そういうものではないんです。ただ、個人が、個人個人は違いますので、同じ目

的に向かったとしても手法や考え方が違ってくるというだけのことであって、大いに今後も論じ

ていきたいなということを思います。終わります。

議 長（森本敏軌） ここで休憩します。

２時４５分再開します。

（休憩 午後 ２時２９分）

（再開 午後 ２時４５分）

議 長（森本敏軌） 休憩を閉じ、質疑を続行します。

質疑ありませんか。

今田議員。

１ ３ 番（今田博文） それでは、決算質疑、２回目をさせていただいたというふうに思っています。

昨日、赤松議員からもありましたリフレの問題であります。２０年度を振り返ってみますと、

本当に一番大きな出来事というのはリフレの営業休止、このことは本当に一番大きな出来事だっ

たのではないかなというふうに、私自身は振り返っております。その間、指定管理者の取り消し

問題もありましたし、そういった面でいろいろと農林課長、あるいは農林課の職員さん、ご苦労

をいただいたんではないかなというふうに思っております。それから、ことしの３月からはリフ

レの再開に向けての公募というふうなことで募集をかけられました。そして、６月議会には指定

管理者の提案があったということですけれども、結果は否決というふうなことになりました。昨

年から本当に半年以上、もっとになるのかなというふうに思うんですけれども、リフレのことで、

いろいろとご苦労をいただいた。そのことについて１年近くを振り返り、総括という面ではどの

ようにとらえておられますか、お聞きをします。

議 長（森本敏軌） 答弁求めます。

太田町長。

町 長（太田貴美） 今、おっしゃったようにるる、そのとき、そのときの判断を持ちまして、我々と

しては手順を踏んでしたつもりでございました。そういった中で、議会との話の中で十分な説明

ができなかったという点では、これは我々の反省すべき点かというふうに思っておりますけれど

も、考え方としましては、決して間違ってはいなかったと思いますし、それらのほかに含めまし

ての手順につきましても、外部の先生方にお世話になったような形での選定委員会を設けて、そ

してまた、出されたものを、公募したところを真剣に選定していただいて、出させていただいた

ので、否決されましたことについては非常にショックを覚えたということが正直な気持ちでござ

います。その後、ではどうするかということについては、今の段階で、まだまだ先には進んでお

りませんけれども、いつまでも、このままというわけにはいきませんので、先般も少し申し上げ

ましたけれども、まだ、しっかりとした形は考えておりませんけれども、第三者といいますか、

住民の方々の、代表の方々のご意見を聞く中で、一定の方向性を決めていきたいというふうに考

えております。そのときには、また、町としても新たな形といいますか、新たな提案をさせてい

ただくことになろうかというふうに思いますけれども、まずは、いずれにしましても、どういう
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形でするのかという検討をもう一度内部でする必要がありますし、それらについては、もう少し

根拠を持った財政的な積み上げもさせていただきたいなというふうに思っております。今ちょっ

と、それこそ、こんなことは理由にはならないんですけれども、ほかにも指定管理者に出すいろ

いろな協議もありますし、少し、この議会が済んでからの取り組みになろうかと思いますけれど

も、一つ一つ手順を間違わないようにやらせていただきたいというふうに考えております。

議 長（森本敏軌） 今田議員。

１ ３ 番（今田博文） 残念な結果だったという町長の、いわゆる総括といいますか、一定のお考えを聞

かせていただいたんですが、６月議会で否決ということになりました。指定管理者に指名された

のはよさのうみ福祉会、この団体を指定管理者に指定をしたいという提案で６月議会の提案があ

り、今、申し上げましたように否決と、こういう結果になったんですけれども、要望書が、よさ

のうみ福祉会から、要望書が議会にも出ております、議長あてにも来ています。これは同じ文面

だというふうに思うんですけれども、行政にも要望書が渡っているというふうに、私は聞かせて

いただいております。６月議会で、よさのうみ福祉会は否決という結果になったんですが、その

団体が、また、すぐに９月議会も待たずに、もう一度考えていただけないかという要望書が出て

きたということです。私も読ませていただいただけで、何をどうこうということはないんですけ

れども、そのことについては、今どのように思っておられるのでしょうか。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） 要望書が出てまいりました。しかし、３団体の連名だったと思いますけれども、

その中で、現実的には議会で否決されたということについては、この件については、もう白紙に

なっていますよと。ですから、今後については、やはりまた、一からの積み上げになるでしょう

し、その形がどうなるかということについては、今の段階では申し上げることができないですと

申し上げましたけれども、皆さん方も非常に期待をし、頑張ってやろうと思っておられた、そう

した気持ちが否決という方になりましたけれども、そういう熱い思いは今も持っておられまして、

別に、あそこの場所とか、そういうことではなしに、自分たちは福祉会の方で、そういう就労を

できる、そういう仕事ができる場所だとか、そういう農産物の、あそこに書いてありました農産

物を、地元の農産物を使ったレストランだとか、そういうやりたいという思いはあるんだと。ま

た、それについて今後のことも含めて、あの後、次の日か、その次の日かに、そういう施設を見

に、研修をしに皆さん行っておられます。そのリフレが云々ということにはかかわらず、そうし

た事業を展開していきたいという思いは今も持っておられますし、それに対しての研究も続けて

おられるというふうに思っております。そういった段階だというふうに理解しております。

議 長（森本敏軌） 今田議員。

１ ３ 番（今田博文） ６月議会に、その指定管理者の指定をされるまでに全員協議会もありましたし、

いろいろなことで我々にも一定の情報といいますか、そういうことを流していただきました。そ

ういったことで我々は、こういう方たちが応募をされているのかなという思いになったことは事

実です。しかし、私はその中で一番残念に思ったことは、応募された、３社あったわけですけれ

ども、名前は明かされないと、こういうことで全員協議会にも、あるいは指定管理者の審議をし

ておる議会の中でも、そのことを、名前を出されるということはなかったわけですね。一連の、

今から振り返ってみますと、そのことが一番、我々もおかしいなと思い、なぜ公募をされたのに
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名前を明かされないのか、このことは本当に私も不思議に思っておりました。どういう理由なの

か、ある応募をされた、うちの１社の方か、２社の方かわかりませんけれども、名前を出してい

ただいたら困るというふうなことがあったというふうなことは、この議会でも聞いたような気が

するんですけれども、なぜその名前を明かされなかったのでしょうか。

議 長（森本敏軌） 浪江農林課長。

農林課長（浪江 学） お答えいたします。

決して町の方の考え方として、故意に隠したということではございません。できる限りの情報

というのは、議員の皆さんにもお伝えして、その上でご理解をいただくべきだという気持ちは、

ずっと持っておったわけでございます。そのようなことになりましたのは、公募をかけまして説

明会を元気館で持たせていただきました。そのときは４社団体がご出席だったかというふうに思

いますけれども、行く行くそのうちの３社が応募をしていただいたということでございましたが、

中には、これまでに指定管理者の申請を別の町の施設についてやってこられた。そして、受けて

こられた、そういう申請者もございました。そういう中で名前と、それから計画の内容なり、そ

れから経営の状況なり、どの部分を指しておっしゃったかは、わかりませんけれども、そのこと

が、知らぬ間に明らかになることで、一部迷惑を受けたというふうな趣旨のご発言がございまし

て、でき得れば慎重に、そのあたりについては扱っていただきたいというふうに思うが、どうで

しょうかというご質問がございました。したがって、そのことがずっと頭にございましたので、

そこの応募者だけを、このようにするわけにはいきませんので、どの申請者についても、そのよ

うな形で、名前は出さずに中身をお出ししたというような進め方をしてきたというようなことで

ございます。

議 長（森本敏軌） 今田議員。

１ ３ 番（今田博文） 確かに、その中身を大事にするということについては、それは当然のことだと、

例えば経営の中身だとか、いろいろな、ほかには漏らしてならないような、その情報も恐らく応

募者を選定されるといいますか、応募を受けたときには、そういうことも聞いておられるという

ふうに思うんですが、そんな中身を人に漏らすというは論外です。しかし、公募ということを考

えると、名前を明かすというのは最低限必要なことだと私は思っているんですね。名前を明かし

ていただかなくて１番か２番か３番か、この中で指定管理者を選んでください。あそこに書いて

あることだけしか、我々はわかりません。名前を出していただくことによって、その会社がどん

な仕事をされておるんだ、今まで、この地域で、あるいはよそかもわかりませんけれども、どう

いう歩みをされてきたのか、そういうこともある程度わかるんですね。そうしないと、提案され

る側は、そうして情報をお持ちだと。我々は皆さんと同じような情報を持たずに判断をせいと、

こういう状況ですから、それは無理な話ですよ。正確な結論を出せというのは、非常に私は難し

い状況だったというふうに思っております。その後、私が聞いた話によりますと、もしも議会で、

もう少し強く意見や意向があれば、名前を言ったってよかったんだと、こういう話を聞いたんで

すが、副町長、本当ですか。

議 長（森本敏軌） 休憩します。

（休憩 午後 ３時０２分）

（再開 午後 ３時０３分）
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議 長（森本敏軌） 休憩を閉じ、質疑を続行します。

堀口副町長。

副 町 長（堀口卓也） 貴重な時間をいただきまして、申しわけございません。議員もご存じのように、

結局、最終的に３社あったわけですが、そのうち複数の方々でもって構成をされましたグループ

が一つございました。そのグループの方につきましても、基本的には、どういった方々が構成メ

ンバーになっておるというようなことは、積極的に明らかにはしてほしくないという思いはお持

ちでございましたけれども、いろいろな局面でどうしても明らかにしなければならない、そうい

った局面になった場合には、構成員の、それぞれのお名前、住所、あるいは商売をされている方

は、その事業所の所在地ぐらいは、どうしてもという場合には、言うてもらっても仕方がないと

いうようなおっしゃり方だったというふうに記憶をいたしております。

議 長（森本敏軌） 今田議員。

１ ３ 番（今田博文） そうすると、応募者の皆さんが名前はできるだけ控えてくださいと、こういう意

向があったから、いわゆる名前は出さなかったと、結果としては、こういう話になるんではない

かなと、今の副町長の答弁を聞きますと。私はそう思ったんですけれども、先ほど、私が申し上

げたのは、もう少し強く議会から要請なり要望、あるいは意見があれば明かしてもよかったとい

う話を聞いたんですが、それは本当だったんですか。

議 長（森本敏軌） 堀口副町長。

副 町 長（堀口卓也） 言い方の問題かもしれませんけれども、先ほど私が申し上げたのがすべてであり

ます。

議 長（森本敏軌） 今田議員。

１ ３ 番（今田博文） 今回、指定管理者の募集をされていますね。クアハウス岩滝と、それから森林公

園ですね、この中に募集要綱等、いつ、いわゆる説明会をするとか、いつまでに応募してくださ

いとか、いろいろな要綱が書いてあるわけですけれども、この件についても、その指定管理者の

名前というのは明かされないつもりでしょうか。

議 長（森本敏軌） 堀口副町長。

副 町 長（堀口卓也） お答えをいたします。

現在、議員がおっしゃいました二つの施設につきまして、募集をかけております。せんだって

の指定管理者の選定委員会の議論の中では、今、議員がおっしゃいましたように、応募のあった

事業所、あるいは個人、そういった名前の公表につきましては、事前に相手さんの応募をされま

した方の思いを十分聞いて、事務を進めていこうという確認をしております。今回の選定に当た

っては、そのつもりでおります。

議 長（森本敏軌） 今田議員。

１ ３ 番（今田博文） ぜひ、我々が十分判断できるような情報を、皆さんと同じような情報を私たちに

も上げていただくと、このことが本当に、ここで議論をかわし指定管理者を決定していくという

ことになるんだろうと、私は思っておりますので、ぜひ、その点についても、今後ともよろしく

お願いをしたいというふうに思っています。

それから、もう一つ、リフレことでお伺いをしておきます。９月議会で何人かの方から一般質

問が出ました。そして、町長は答弁をされたんですけれども、その中で、新聞にも載っておるん
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ですね。財政シミュレーションを立てた上で住民代表らが検討する諮問機関のようなものをつく

りたいと、これは毎日新聞です。それから、これ京都です。住民の代表による検討委員会のよう

なものを立ち上げて検討をしていただく人選に入りたいと、こういう記事が一般質問のあった明

くる日ですね、この記事が出たんですけれども、町長も、そういう方向で、私は答弁されたとい

うふうに自席で聞いたんです。しかし、確かに住民の意見、意向というのを行政が把握をされる、

あるいは諮問をされる、このことも私は、一つには大事なことであるというふうに思うんですけ

れども、しかし、今回のことで言いますと、順番が逆転しているということなんですね。それは

議会に諮る前に住民の意見を聞いたり、諮問機関みたいなものをつくって意見集約をして、それ

を参考に行政が判断をされると、このことは確かに大事なことだというように思うんですね。し

かし、今回のことでとらえますと、議会に提案があった。そして、その議案というのは否決にな

ったんです。その後にリフレを考える検討委員会なり諮問委員会をつくりたいと、こういう答弁

というのは逆さまではないかというように思うんですが、いかがでしょうか。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） 逆さまというより、そういう手順が抜けてたから、選定をしてもらうのは選定委

員会なんですけれども、その選定委員会が組織されるまでに、例えばクアハウスでしたら、クア

ハウスの運営協議会みたいな、今までの続きでずっと、その運営をどうしていくかというふうな

ことを検討していただけるような、そういう協議会があります。リフレの場合は、そういうもの

が全くなかったわけですから、指定管理者に出していたのができなくなって、じゃあどうするか

というときに、その時点で、どういうふうに皆さん、考えられるかというようなことをお聞きす

る。そういう組織があればよかったんですけれども、そういうものもない中で、あれを再開する

にはどうしたらいいかというところからありましたので、その中で、やはり多くの方の意見を聞

くという、そういう場面がなかったということで、今、白紙になった状況の中で、皆さんはどう

思っておられるのか、その辺のところも、いろいろな角度からお話が聞かせていただきたいと、

その格式張った諮問になるのか、どういう協議会にするのか、ちょっと今、悩んでいるところで

ございますけれども、与謝野町全体の中で、そういうことを論議してもらえるような、聞かせて

いただく組織をつくりたいという思いで、そういうふうに申し上げました。

手順が反対ではないかとおっしゃるとおりで、前もって、そういうことがあっての話であった

らよかったのが、今回、こういう失敗をしましたので、そういう轍を踏まないように、もう一度

一から積み上げていこうという思いでございます。

議 長（森本敏軌） 今田議員。

１ ３ 番（今田博文）今の町長の答弁は全くおかしいなというふうに思うんですね。町長も、いわゆる住

民から直接選挙で選ばれました。我々もそうです。この地方というのは二元代表制と言われてい

ます。町長も住民から直接選ばれ、そして、我々も選ばれる。そして、そこで町長の役割、我々

の役割があるんです。町長は執行権があります。我々は議決権があるんです。そうしてお互いに

緊張関係の中で批判と監視、これが我々の重要な役割です。これは住民代表なんです、我々は。

ここで言う言葉は住民を代表した言葉だと、意見だというふうに私は思っているんですね。その

ことが自分の思うようにならなかったから、否決をされたから、住民に意見を聞くというのは、

全くこれもって逆転も逆転、大きな逆転だと思うんですが、そこをどうとらえておられますか。
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議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） 皆さん方も住民の代表、私も住民の代表なわけですね。提案をした、その中身が

議論を重ねる中で成り立たなかったという現実があるわけでございますので、あれを一切再開し

ないという提案だってできるわけですけれども、そうではない、皆さんのおっしゃるのは、住民

の人たちは、あそこの再開を願っている。また、地元の人たちが期待をしているんだというふう

な声もございますので、その地元といえば、やはり与謝野町として全体の方々の意見も聞く必要

があろうかというふうな思いの中で、もう一度いろいろな角度から検討していただけるような一

定の、我々が判断できるような、そういう意見を、その結論は恐らく出ないというふうには思い

ますけれども、そういうものを聞かせていただく場面をつくらないと、これこのままだったら、

ずっとそのままというような状況のままに移りますので、いくというふうに思いますので、そう

いう意味で、もう一度皆さんの意見も聞かせていただきたいという思いで、そういうことを申し

上げているんです。そういった、ある程度のキャッチボールがないと難しいかなと、問題を解決

していくには難しいというふうな思いがありますので、そういう場面をもって焦ってすることよ

りも、その方がいいんではないかという、それは私の判断でございます。

議 長（森本敏軌） 今田議員。

１ ３ 番（今田博文） 確かに否決という結果になりました。しかし、先ほど申し上げましたように、

我々も住民代表です。しかし、このままほっておいていいとは全く思ってないんですよ。新たな

展開、そして、リフレを再開してほしいという思いは、あの否決をされた皆さんだって同じ思い

を持っておられるというふうに思うんですね。しかし、再開の仕方、ここがお互いに意思疎通が

できなかったと、こういうことだろうと私は思っているんですね。確かに、町長が今おっしゃっ

たように、住民の意見を幅広く聞く、このことは確かに大事なことだろうというふうに思うんで

すけれども、ここに書いてあるような住民代表による検討委員会、あるいは諮問委員会、こんな

ことは全く行き過ぎではないかというふうにさえ、私は思っておるんですね。いや意見を聞かれ

るのはいいですよ。諮問委員会、書いてありますよ、ここに。ようなというのがよくわからんで

すね。も一度、説明してください。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） 今までにも地元の桜内の住民の皆さん方の意見も聞かせていただきました。そう

いう中で、やはり与謝野町の中の施設として、じゃあ全町の中で皆さん、どういうふうに考えて

おられるのか、やはりそこには温度差があるというふうに思いますし、どういうお考えを持って

おられるのか、諮問機関といいますと、これ答申を受けるような、そういう格好になりますので、

そうではなしに、もう少し皆さんの思っておられる、それぞれの立場であろうかと思いますので、

そういう立場の方たちから意見を聞かせていただく、そういう場面をつくりたいという、だから

諮問機関ではないけれども、そのようなものというのは、そのようなもの。だから、きちんと法

的に認められた、ある程度の、そういう審議会だとか、検討委員会ではなしに幅広く、もう少し

多くの方の意見を集約するような形のことが聞きたいというふうな思いで、それを申し上げさせ

ていただいたんです。ということでご理解いただきたいというふうに思います。

私自身が、考えをまとめるための多くの方の意見を聞かせていただく場面を持ちたいというこ

とでございます。
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議 長（森本敏軌） 今田議員。

１ ３ 番（今田博文） はい、わかりましたとは、なかなか言いにくいです。けれども、町長の考えはわ

かりました。考えはわかましたけれども、私、それは少し違うんではないかという意見を、先ほ

どから申し上げているということです。前へいきます。このクアハウスと森林公園ですね、これ

の、いわゆる指定管理者の応募の、いわゆる要綱があるんですけれども、募集及び選定は公募型、

プロポーザル方式と、こんな難しい言葉があるんですけれども、これはどういうことなのか、教

えていただきたいというふうに思うんですが、それと選定委員会というのは。

議 長（森本敏軌） 今田議員、ちょっと決算の方へ。

１ ３ 番（今田博文） 決算といって、これリフレのことは、リフレは指定管理者の応募はだめなんでし

ょうか、決算外ですか。

それではやめます。次へいっても途中で終わりますので、はい、終わります。

議 長（森本敏軌） ほかに質疑ありませんか。

服部議員。

１ ６ 番（服部博和） はい、それでは２回目の質問をさせていただきたいと思います。

決算参考資料の１０７ページの定額給付金事業についてお伺いがしたいというふうに思ってお

ります。いろいろと大きな、日本国じゅうに問題を与えました、問題が出ました、この定額給付

金事業につきまして、与謝野町にも４億円ほどのお金が入ったというふうに思っております。そ

の中で事業費が２兆３９５億１，３００万円ですか、これに事務費が８２５億１，３００万円と

いうこと。それから、事業費が１兆９，５７０億円というものが国家から支出されておるわけで

ございまして、当町にも４億円ほど入っておるというふうに思っております。これにつきます事

務費が、今回、ここへ出てきておるんだろうというふうに思うんですけれども、この事務に当た

ってのご苦労をされたということは、よくわかっておるわけでございますけれども、その辺のと

ころをもう少し詳しくお聞きしたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。

ことしの２０年度の３月議会、この補正予算で定額給付金の予算を上げさせていただいたので

はないかなと記憶しております。しかし、それまでに果たして、この補正予算が通るのかどうか

というような心配もございまして、最後まで迷っておったところでございますけれども、一応、

３月の最初の議会に補正予算として提案をさせていただいたということでございます。やはりそ

れまでには相当の事務が必要であったということが言えます。対象世帯、全部が対象なんですけ

れども、何人あって、これの事務を円滑にするためには、どのようなコンピューターのシステム

の改修が必要で、それからまた、どのように書類を製本して発送するか、その受け付けはどうす

るか、そういったようなことで、なかなか時間がかかりました。一応、この事務をつかさどるチ

ーフとなるかを企画財政課といたしまして、現実の、いわゆる申請書の送付だとか、申請の受け

付け、そういったものについては各地域振興課でお願いをいたしました。郵送で、まず案内した

後は、まず、４月の第一土日には出勤をしていただきまして、集中受け付けをやらせていただい

たと、こういうようなことがございます。そういうようなことで時間外勤務手当ですとか、臨時
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職員を４名雇いました。それから、各種消耗品、それから、封筒、チラシの印刷製本、申請書類

の郵送、それから住民基本台帳システムの改修というようなことで、平成２０年度といたしまし

ては、５８１万２，０００円を使わせていただいたということでございます。そのほかの経費に

つきましては、平成２１年度に繰り越しをさせていただいたと、こういう状況でございます。

議 長（森本敏軌） 服部議員。

１ ６ 番（服部博和） 今、課長の方からるる状況を説明していただきまして、大変ご苦労をされたとい

うことがわかったわけでございます。自公政権の末期に当たりまして、１４兆円の補正予算を初

め、また、こういう定額給付金事業等で現在８００数十兆円の負債を抱えながらの新しい新政権

の出発というものは、大変波高しという状況であるだろうというふうに思われます。この後、い

ろいろと、この補正予算、かつて出されました補正予算の改修の問題等も出てくるんではなかろ

うかなというふうに思っておりまして、また、職員の皆さんには、いろいろとご迷惑をおかけす

ることがあるだろうというふうに思うわけでございますけれども、やはり国家の一大事のときで

ございますし、その件につきましても、十分ご配慮を願いたいというふうに思っておるところで

ございます。

ところで、この与謝野町に定額給付金が、４億円弱の定額給金が来たわけでございますけれど

も、これの経済効果というものは、どのような状況であったのか、商工観光課長にお伺いしたい

というふうに思います。

議 長（森本敏軌） 太田商工観光課長。

商工観光課長（太田 明） お答えしたいところでございますが、２１年度事業におきまして、経過を申

し上げたいというふうに思いますけれども、商品券事業という形で、商工会が１億円規模の商品

券の発行をしたというところでございまして、商工会としては、そちらの方に、その給付金を充

てていただいて、そして、地元で落としてほしいという仕掛けをしてくれました。町の方につき

ましてもバックアップをさせていただいたわけですけれども、その辺の回収率が、ちょっと手元

にございませんけれども、その回収率に近い数字でかなり給付金の方が充てられたんじゃないか

なという予測はしておりますが、確かな数字をきょう持ってきておりませんし、なかなか確かな

数字がここでは出てこないというふうに思いますので、また、２１年度事業でございましたので、

ちょっとそんな状況でございます。すみません。申しわけありません。

議 長（森本敏軌） 服部議員。

１ ６ 番（服部博和） これは私も知っておるんですけれども、２１年度の事業ということで、直接関係

ないといえば関係ないわけなんで、これ以上は聞くことは避けたいというふうに思いますが、子

ども手当というものが近く実施される予定になっております。年間３１万２，０００円でござい

まして、これが与謝野町に配付されるということになりますと、３，５６７人が対象者になると、

これが１１億１，２９０万円の効果があるというふうに思うわけでございますけれども、これに

つきましても、また、一つ与謝野町に、これだけのお金が落ちるわけでございますので、これに

対します配慮というものを、今から十分考慮していただいておく必要があるんではなかろうかと

思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思っております。

質問を変えます。次は給食センターの件について、１５９ページでございますけれども、教育

委員会の給食センター運営事業で、給食費の実費徴収金額調定額として給食センターの試食とい
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うことに９０万３，３００円出ておるんですけれども、この試食というのが、どういうものであ

るのか、ちょっと詳しくお聞きしたいというふうに思うんですけれども。

議 長（森本敏軌） 鈴木教育次長。

教育次長（鈴木雅之） この参考資料の中でもちょっとややこしい書き方をしておりますが、私の方が理

解しておりますのは、この給食センターの職員も給食費を支払いって学校給食を食べております

し、それからまた、教育委員会の私なり、教育委員さん方が学校訪問をされるような場合も、給

食代を支払っていただいて、そして、学校給食を試食をさせていただいておる機会が年１回程度

ございます。その部分が、ここの金額の分だと理解をしております。

議 長（森本敏軌） 服部議員。

１ ６ 番（服部博和） 試食をされるのなら、それでいいんですけれども、９０万３，０００円も試食を

するということになりますと、お金を払っておられるという、今、答弁だったんですけれども、

そのあたり、もう少し詳しく教えていただかんことには試食が９０万円というのは、ちょっと大

き過ぎるのではないだろうかなと。だから、どこがどういうふうになって９０万円ということが

帳じりが合うのかということを、もう少し詳しく教えていただきたいと思います。

議 長（森本敏軌） 鈴木教育次長。

教育次長（鈴木雅之） すみません。私の説明がまずかったかと思いますが、例えば、給食センターの職

員の給食実施数というのがございますね。例えば、これが１７人で年間で１９２日で、１食が、

そのときによって違いますが、例えば３００円で計算しましても、３，５００食です、すみませ

ん。３，５００食の３００円で計算をしても１０５万円ほどになりますので、それで今、単価が

きちっとした仮の概算で３００円で計算をしましても１００万円になりますので、給食センター

の職員は、その学校給食をつくっております、そのつくっておる日は食べておりますので、この

約９０万円の金額になるということでございます。

議 長（森本敏軌） 服部議員。

１ ６ 番（服部博和） 大体理解できたんですけれども、この試食という書き方はちょっと改められた方

がわかりやすいのではなかろうかなと思いますので、次回からそういうふうにお願いがしたいと

いうふうに思っております。

さて、本題に入りたいと思うんですけれども、今度の決算の議会の中でも、たびたびこの給食

の問題、特に橋立中学校の給食の問題なんかが出たように思っております。この橋立中学校は、

現在、まだ、弁当を持っていっておるようなことのようでございまして、給食が一日も早く望ま

れるところでございますけれども、現在、弁当を持ってきておられる生徒の状況を把握されてお

るだろうというふうに思います。例えば、お母さんのつくられた弁当を持ってきておられる方が

大半だろうと思いますけれども、菓子パンとジュースで過ごしている児童もあれば、また、何も

食べずにおられる方もあるだろうというふうに思いますけれども、その辺のところの状況をちょ

っと報告願いたいというふうに思います。

議 長（森本敏軌） 垣中教育長。

教 育 長（垣中 均） お答えいたします。実際にどのような状況かというと、改めて調査したことはご

ざいませんけれども、学校の様子を聞いておりますと、ほとんどの生徒が、やはり弁当を持って

きておるようでございます。そして、中には、やはり弁当を、家庭の日々の事情によって弁当を
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持ってこなかった生徒は、外出の許可を得て近くの商店でパンを買って昼食をとっていると、そ

のようには、学校のいろいろな状況を聞かせてもらっている中で把握しているところでございま

す。以上です。

議 長（森本敏軌） 服部議員。

１ ６ 番（服部博和） 今、想像で教育長もお答え願ったんだろうというふうに思いますけれども、一応、

この給食の問題も出ておって、まだ、当分この問題も片がつかないんだろうというふうに思いま

すし、一度その辺のところの実態調査をきちっとしていただきまして、また、いつかの機会に、

早いうちの機会にひとつ報告をお願いがしたいというふうに思っております。それと、きょうの

日本経済新聞に載っておったわけですけれども、給食ではなしに、スクールランチというような

ので、お弁当屋さんからお弁当を、４００円程度のお弁当をとって賄っておるというような学校

が、最近は多いというようなことも載っておりました。議会の議員さんも遠いところの方は

５００円の弁当をとっておられて、かなりごちそうだというお話も聞かせていただいております

し、４００円かそこらで１食できるんではなかろうかなというふうにも考えておりまして、これ

らもあわせて、給食事業と同時に考え合わせていただくこともできないのだろうかなというふう

に思っておりますので、その辺のところも、また、後日ご検討をいただきまして、ご報告してい

ただければというふうに思っております。

それから、質問をかえて、また、教育委員会にお伺いするわけでございますけれども、文化財

の保護条例というものがありまして、文化財は保護をしていかなければならないというようなこ

とが明記されておるようでございます。なぜ保護しなければならないかといますと、ただ単に、

その文化財を長く保存するだけではなく、いわゆる、その保存及び活用のため必要な措置を講じ

て、町民の文化の向上及び地域文化の発展に資することを目的とするという、大変大きな大義名

分のもとに、この文化財保護条例というものができておるというふうに条例の中には書いてある

わけでございます。その中で、今度１２月に一般質問をやらせてもらおうと思っておるのは空き

家のことなんですけれども、その空き屋で石川のＮＰＯの方とお話をさせていただく中で、鞭住

宅、鞭先生の住宅が朽ち果てかけて、屋根も青テントで、雨が恐らく漏っているだろうし、戸も

開けておらないしというような状況で放置されておると、あれは文化財とは違うんだろうかなと

いうようなお話もありまして、一度、お聞きしたいというふうに答えておったわけでございます

けれども、この鞭住宅につきまして、どういうような状況に今なっておるのか、そして、これは

どういうふうにしていこうというふうに思っておられるのか。また、先ほど申しましたように町

民の文化的向上、及び地域文化の発展に資するという大義名分と、これはどういうふうに整合性

といいますか、合っておるのかというところも含めて、一つご答弁をお願いいたしたいというふ

うに思います。

議 長（森本敏軌） 垣中教育長。

教 育 長（垣中 均） お答えする前に、先ほどの橋立中学校の給食の件について、ちょっと答弁させて

いただきます。想像でと言われましたけれども、想像ではありません。校長の学校等の状況を報

告してもらっている中から、そのような状況を聞いているわけでございまして、全く私が今、想

像してお答えしたことではないことはお断りしておきたいと思います。

それから、弁当屋さんからのやつというのは、確かに全国的に見ますと民間委託の一つの例と
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して、そうしたのはあるわけですね。だから、一つの形態だろうとは思うわけですけれども、私

どもが考えなければならないのは、やはり給食センターがあるという、その前提の上で考えるべ

きだと、そのように思っておりますので、一つよろしくお願いしたいと思っております。

次に、本題の鞭家住宅についてでございますけれども、鞭家住宅におきましては、江戸時代の

建物でございます。年代をちょっと忘れておるわけですけれども、はっきりと建てた年代はわか

っております。したがいまして、旧野田川町時代に町の建造物の指定文化財として指定をさせて

いただきました。それ以来、その当時はまだ、いわゆる鞭先生の奥様が、まだご存命でして、お

住まいになっておられました。奥さんが亡くなられましてから、ずっと無人になっておりして、

ご子息さんの方が、今、同じくお医者さんで、舞鶴の方で開業をされております。その方がお継

ぎして、一応管理者になっております。

そして、現状につきましては、カヤぶきの屋根の一部が、やはりご指摘のように朽ちてきまし

て、そのまま放置しておきますと、雨漏りがするということで、今、シートを掛けて保護をさせ

てもらっております。

そのような状況でございまして、ご指摘のように、いつまでもそのようなシートを掛けて保護

しておくということは、これは蒸れたりしまして、かえって腐朽を早める恐れもありますので、

その辺につきましては、当文化財の担当も非常に気にしながら、そのことにつきましては、管理

に努めておるつもりでございます。

さて、その活用についてでございますけれど、今、ご子息さんの鞭先生の方は、あの建物、親

族の間ではもう保存するか、せんかは、賛否両論のようでございますけれども、ご子息さんの方

におかれましては、ぜひそれは保存していきたいという、そのようなお考えでございまして、そ

して、何かそこを活用していただく人がおれば、私費でもって屋根も修繕していきたいという、

そのような、非常に、私どもにとりましては、ありがたいお気持ちを伺ってるわけでございます。

その意味で、ただし、その個人の住宅として貸すんではなしに、いろいろな団体さんとか、あ

るいはサークルやとか、そのような人が活動する場所として活用してほしいという、そのような

意向でございますので、私ども、そのような方や団体がいないかということは気にしておりまし

て、あるいは、そうした関係の方に詳しい人たちにも、そのようなお話をさせてもらいまして、

利用者を探しておるといえば探しておるわけでございますけれども、なかなかその名乗りがない

のが実態でございます。

せっかく所有者の鞭さんの、ありがたいお気持ちがございますので、その気持ちに報いて保存

していくよう努力したいと、そのように思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

以上です。

議 長（森本敏軌） 服部議員。

１ ６ 番（服部博和） 大体わかったわけなんですけれども、余りにも遅過ぎるというふうに私は思って

おります。あの青シートが張られてから何年たつのかということですけれども、今、私がここで

指摘をしなければ、まだ半年や１年ぐらいは放置されたままだったんだろうというふうに思うわ

けでございますけれども、やはり早急に、文化財に指定されておるんなら、そういう状態は早急

にやはり対応していかんことには、古いもんは新しいもんより朽ち果てるのは早いわけでござい

ますので、また元に戻すということは大変お金もかかるでしょうし、手間ひまもかかるだろうと
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いうふうに思っておりますので、やはり早くそういうことは対応していただく必要があるんでは

なかろうかなというふうに思っております。

また、鞭さんの息子さんの方がお金を出すと、だから借り手を探してほしいと言うておられる

という、今お話を聞かせていただきましたけれども、むしろきちっとしてから見てもらわんと、

だれもあの状態では借り手はないんではなかろうかなというふうに思っております。

まず、あれをリニューアルしてから、それから借り手を探すという方向はできないものか、そ

の辺のところをお伺いしたいと思います。

議 長（森本敏軌） 垣中教育長。

教 育 長（垣中 均） お答えします。

非常にきついお言葉が、先ほどありましたけれども、私ども全く放置しておるつもりはござい

ません。いつも気に掛けておるところでございます。さて、本論でございますけれど、確かに、

このように修理しましたので、一つお使いくださいというのは、これは一つの、一般的にはその

ようでございますけれど、鞭さんのおっしゃられるところは、見通しが立てばということをおっ

しゃっとるわけですから、こうした団体が使いたいということですから、ということを私どもが

申し上げれば、鞭さんは、それでもって修理をしていきたいと、だから修理をして、さあ使って

くださいという、そういうお気持ちではございませんので、それだけに、私ども保存していく立

場にあるものにしましたら、その利用者を探さなければならないという、そういうことでござい

ますので、一つご理解の方、よろしくお願いします。以上です。

議 長（森本敏軌） 服部議員。

１ ６ 番（服部博和） 私も余りそこまで突っ込んで言いたくないんですけれども、放置しておるという

気はない、気にかけておると、私はこんなもん、それが放置じゃないかなと、国語辞典を、帰っ

てから引きますけれども、何かちょっとすっきりしない状態でございます。

それと町の責務等の中に保存及び活用が適切に行われるために必要な措置を講ずるように努め

なければならないと、第３条に書いてあるわけですわね。だから、気にかけておってほったらか

しといたら、これは保存及び活用が適切に行われるために必要な措置を講じておるということに

なるんですか、行政では。その辺ちょっとお願いします。

議 長（森本敏軌） 垣中教育長。

教 育 長（垣中 均） お答えいたします。

いわゆる指定はさせていただいておりますけれども、その保存について、行政的にそれを、例

えば町の費用でもって修繕するとかいうようなことは基本的には行っておりませんので、あくま

でも指定させてもらって、そして、その現状を保存していくと、それに所有者の方にご協力をい

ただいていくというのが、現在のところの建造物の保護の基本的な姿勢でございます。以上でご

ざいます。

議 長（森本敏軌） 服部議員。

１ ６ 番（服部博和） 何遍言うても、私はこれは平行線だというふうに思っておりますけれども、この

保護条例をもう一度じっくり読んでいただいたら、町が今、何をしなきゃならんか、私は金を出

して直せなんていうことは一言も言っておりませんよ。ここの条例の中に書いてあるのは、いわ

ゆる、この町は、この条例の適用に当たっては、関係者の所有権、その他の財産権を尊重しなけ
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ればならないということまで書いてあるわけですわね。いわゆる放置していって、自然に朽ち果

てるのを眺めておるのが、その関係者の所有権及びその財産権を尊重するということになるんで

すか、これ。私は答弁、もう聞きませんけれども、いわゆる早急に、この住宅は手を入れていた

だかなければ、いわゆるもう朽ち果ててなくなっていくということは、もう日の目を見るより明

かであるということを申し添えておきたいと思いますし、また、ほかにこういうような状況の文

化財があるならば、やはり１日も早くそれなりの手を打っていただくことを、切に切にお願いを

いたしまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。

議 長（森本敏軌） 垣中教育長。

教 育 長（垣中 均） お答えいたします。

事務局の文化財保護係が、例えば屋根の破損につきましても、それにつきまして復旧するのに、

あるいは、カヤぶきですので、カヤでふきかえれば、どれだけの費用でできますとか、そのよう

なこともすべて調査をしながら、あるいは業者に見積もりをしてもらいながら、そして所有者の

鞭さんと連絡をとりながら保存に努めてきておるわけですし、シートの方につきましても、こち

らの方から応急手当として、させてもらってもよろしいかということ、そうした許可をとりなが

ら努めてきておりますので、議員に、先ほど言われるほど、私ども傍観しておるわけではござい

ませんので、一つご理解の方をよろしくお願いしたいと思います。以上です。

１ ６ 番（服部博和） どうもありがとうございました。

議 長（森本敏軌） ここで休憩します。

４時５分再開します。

（休憩 午後 ３時５１分）

（再開 午後 ４時０５分）

議 長（森本敏軌） 休憩を閉じ、質疑を続行します。

質疑ありませんか。

有吉議員。

１ ７ 番（有吉 正） 決算について、２回目の質問をさせていただきます。

１回目のときに井堰台帳管理システムについて、農林課長に聞いたわけですが、これは基本的

に川の井堰だろうというふうに思うわけでありますが、せんだって９月の農業委員会で加悦の委

員さんが、いわゆる８月の台風９号で近くの地元の水路の井堰がとれて、夜中のことですから、

いなくて氾濫してというような、どうしたらいいかわからんというような悩みの発言をされてお

りました。私は、それこそ加悦奥川の井堰のことかなと思っておりましたら、本当の用水路に近

い水路のことだったわけですが、そのことについてちょっと、きょう朝、その委員の方のところ

で現場も見せていただいたんですが、確かに非常に、幅が１メーターぐらいの、深さが６０セン

チぐらいの水路の井堰から１８センチぐらいの水路にいくということで、そこがオーバーフロー

したということなんですが、農林課長は、この現場は知っておられるのかどうかということと、

その１メーターぐらいの水路の名前が何とか水路だとか、何とか川だとかいうのがわかれば教え

ていただきたいのと、これはまた、起きるというふうに思わなければならないわけで、きょうの

朝、ちょっといろいろと話はしとったんですけれども、非常にどうしたらええんかなと、方向性

は出せるんですけれども、難しい質問ですが、どういうふうにしたらこれは解決できるのかなと
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いうふうに、ちょっと質問をいたします。

議 長（森本敏軌） 浪江農林課長。

農林課長（浪江 学） お答えいたします。

現場は、まだ、私も見てはおりません。ただお話は二度、三度お聞きをしております。およそ

のことは把握させていただいておるつもりでございます。

今の例に挙げられましたのは、比較的住宅地の中にある水路で、農林で改良した水路か、建設

課で直した水路かは、ちょっとさだかではありませんけれども、住宅地の中にある水路で、そこ

から小水路に水を井堰によって引いて、それが住宅の中に、まだ一部残っている農地に水を引い

ているという例のようでございます。したがって、大きな・・・・が広がっているとかいうもの

ではなく、お一方の農地が残っているということで、その井堰の管理を本来、水を取っておられ

る方が現実に台風を予測して取っていただければありがたいわけですけれども、今回の場合は、

特に、その予測が難しかったということやら、夜中であったということから、それが、お世話に

なれなかったということで、住宅に水が入って、住宅の方から農業委員さんにもご相談があった

というようなケースかと思っております。

それで、正直申し上げまして、町の方が、そういった場所を、すべて職員がいって２４時間管

理するということができませんので、やはり地域の方にお世話にならなければならないというふ

うに思っております。まず、第１順位としてお世話にならなければならないのは、ここを利用し

て水を取っておられる方が、まず、第一に管理をしていただく必要があろうかと思います。それ

が複数の田んぼで、複数の・・・・がありましたら、それはその実行組合なり、水利組合の中で

ご相談をいただいて、井堰ごとに管理者を決めて管理をしていただく、それが第２順位だろうと

思っております。それがなかなかできない、今回のようなケースもあるということでございまし

て、せんだってもお答させていただきましたけれども、農家の高齢化等で、そういうことが困難

なところについては、地域の方々にご協力をいただく、例えば区の役員さん方、あるいは水防隊

の巡視に回っていただくような方々、こういった方々に、そういった管理をしなければならない

場所の周知を図って、同じ、ともすれば災害が起きるという、そういう認識の共有を行った上で、

地域の中で解決をしていただくような方策というのが、今後は必要になってくるんじゃないかと

いうふうに思っているところでございます。

議 長（森本敏軌） 有吉議員。

１ ７ 番（有吉 正） 地域の中での解決ということは言いやすいんですが、どうやって管理するのか、

例えば、私そこに連絡したのも、そういう水路だということを聞いて、例えば岩屋でも、そうい

うところがあるわけですね、昔だったら防火水路であったり、それから生活水路であったり、も

ちろん農業用水路も兼とる。そういった中で、いわゆる、これどういうものか知りませんけれど

も、上げて水を岩屋川に落とすと、水門があるわけです。手で回す。ちょうど上地会館のところ

にも１カ所あります。それから、上にも１カ所あります。あそこの管理は、もう本当に近くの方

に今はやっていただいております。できれば女性でもできるというような形にしていっておりま

す。恐らくそうなっていると思います。私はすぐ近所ではありませんので、ですから本当いうと、

あれを今の堰板の水路を上げるということは昼間でも、私は難しいと思います。もちろん一般の

方でも難しい。だけども、そういった水門にすれば、こうやってね、上げる水門にすれば、まだ
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一般の方でもできるんじゃないかなというようなことを話しておりましたんですけれども、ただ、

それをするにもお金がかかります、最後はきれいごとを言うてもお金なんですね。これをもし、

水門にするとするならば、どれぐらいの、水路は上が１１０で、下が、恐らく１メーターぐらい

の台形の水路の、仮にそこに水門をつくるとするならば、農林課長も、そういったことはお詳し

いと思いますので、どれぐらいかかって、ざっとで結構なんですが、それから、補助金としてど

れぐらい出るのか、どうかというようなことをちょっとお伺いしたいというふうに思います。

議 長（森本敏軌） 浪江農林課長。

農林課長（浪江 学） お答えいたします。

先ほど例に出されてましたような、大体１メーター角前後の水路ということでございます。お

っしゃいますように、そこに水門式のゲートをこしらえましたら半ば解決するということかと思

います。電気を引きましたら電気代がかかりますし、そういった規模のものでしたら人力で、ハ

ンドルなりを回す式のものがございますんで、それで改良すれば電気代等もかからないというこ

ともございます。

この規模ぐらいでしたら案外、安くはなりますが、そういった機械製品は非常に高いものです

ので、１００万円ぐらいは、すぐかかってしまうんじゃないかというような予測はしております。

補助率ということですけれども、その現場、現場で、目的が送水路にはありますので、農業用、

あるいは防火用、それから、ときには夏場、水路が臭くならないように常に流しておらなければ

ならないといった衛生面、生活面、いろいろありますので、現場、現場によっての判断になろう

かというふうに思っておりますので、一概に申し上げることはちょっとできないんですけれども、

農業サイドでするといたしましたら、７割前後を補助させていただくことは可能になるんですけ

れども、それは予算との兼ね合いで、必ずさせていただきますということはちょっと言いがたい

ですけれども、制度的には、そのような方法もあるのかなというふうには思っております。

議 長（森本敏軌） 有吉議員。

１ ７ 番（有吉 正） 農林の方側を使うと、補助制度を使うと、どうしても受益者分担金が出てくると

いうことなんですが、これは災害に強いまちづくり、言葉はいろいろとあるわけですけれども、

現実に少しずつやっていこうと思うと、それなりに苦労や努力をしていかんなん、課長が言われ

たように、確かに地域ぐるみ、そのために農地、水、環境向上対策の交付金なんかも使えるん違

うかなとは、その委員さんとも話ししとったんですけれども、それだって今度、地元との整理を

していかんなん、それもまた大変なことなんです。この件は最後１件、これを建設課の方、ある

いは総務になるのか、そういうことはあんまり関係ないですけれども、対応できないものかどう

か、ちょっと質問をいたします。

議 長（森本敏軌） 西原建設課長。

建設課長（西原正樹） お答えしたいというふうに思います。

当水路につきましては、京とうふのところにある水路でございまして、今の田んぼをつくられ

るときに堰板をされるといった内容の水路だったというふうに思っております。それから小さい

水路に入りまして、町道沿いの水路を走って、最終的に田んぼにだけは取水をしとるというふう

な水路でございまして、それを今の公共の関係でやっていくということになりますと、すべての

ところを町の、とりあえず地元負担なしでやっていかんなんのかなというふうに思っておりまし
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て、やはりちょっとそこの点からいきますと、公共だけでやるというのはちょっといかがなもの

かなというふうに思っております。

それが、例えば公共性が高い水路、いわゆる先ほどあったような防火だとか、あるいは、いう

たら流沫的にどうしても公共性が高い水路の場合は、そういうことはないだろうと、また違った

観点だろうというふうに思っておりますけれども、今、議員の方がおっしゃっています水路につ

いては、その時期だけ水を取るというふうな活用の仕方だというふうに認識をしておりますので、

その点については、ちょっと公共ではいかがものかなというふうに、私の方は判断をさせていた

だいております。

議 長（森本敏軌） 有吉議員。

１ ７ 番（有吉 正） おっしゃるとおりだろうというふうに、正直、思っております。だけども、これ

をどうやってクリアするかということも考えていかなければならないのかなと、そうせんと、ま

た同じことが起きるということですね。農地がなくなれば、それはあれかもわかりませんけれど

も、しかし、頑張って農業をやるという気持ちも、これは大事でありますので、一つうまく、地

元も一ひねり、二ひねり、苦労もされるかもわかりませんけれども、そういうことを願うわけで

あります。

それから、質問を変えまして福祉課長にお伺いいたします。社協の活動助成金が３，２３９万

円、決算書に載っておるわけなんですが、移送サービスもされて、事業の中にあると思います。

例えば、与謝の海病院あたりに住民の方を連れていかれると、そういった場合に、例えば岩滝庁

舎のあたりから与謝の海病院に行かれる、あるいは野田川庁舎のあたりから行かれる、あるいは

加悦のね、キロ数によって違うと思うんですが、その辺はどういうふうな料金体系になっており

ますのか、質問をします。

議 長（森本敏軌） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） 議員さんの質問にお答えします。

社協の移送サービスにつきましては、現在のところ４キロまでが６００円、その４キロを超え

ていますと２キロごとに２００円を加算するということになっております。この社協の方からの、

今、料金表を持っているんですけれども、この辺の試算で参考例に書いてございますのが、社会

福祉協議会野田川支所から与謝の海病院、野田川庁舎から与謝の海病院までが約１０キロという

ことになっております。先ほどの計算からいきますと、１０キロまでが１，２００円ということ

になっておりますし、これを参考にして岩滝庁舎からだったら、恐らく４キロ以内ということで

６００円、それから加悦庁舎になりますと、野田川庁舎から、ここまで４キロほどあるとしまし

て、ここからだったら１，６００円、このような金額になってくるというように思います。

議 長（森本敏軌） 有吉議員。

１ ７ 番（有吉 正） ことしの２１年３月３０日からスタートをしとると思うんですが、与謝野町腎臓

機能障害者通院交通費助成金交付要綱、これはことしの臨時会、２月でしたか、たしかそのころ

だったろうと思うんですが、これが新年度からスタートしとるわけなんですが、これによります

と、ちょっと質問するわけなんですが、いわゆる公共交通の２分の１の補助、１万円を超えても

２分の１、１万円の２分の１ということになっておるわけなんですが、この要綱を見ますと第

３条の括弧に、福祉有償運送を利用した場合は、実費相当額を通院交通費とするということで、
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例えば週、大体１回ないし２回、多い方は２回は行かれる方もあると思うんですが、例えば片道

１，２００円、野田川の方がね、岩滝の方だったら６００円、往復で１，２００円。例えば岩屋

の方からでも１，２００円はかかるわけですね、往復２，４００円、それを使われて、月に、仮

に８回行きますとね、かなり高額になると、また、腎臓の透析以外にも、ほかのことでも行かん

なんというようなこともあるようなことも伺った方もあるわけなんですが、これは社協の移送サ

ービスにも適用されるものかどうということと、もう一つは京丹後市、これは平成１６年から、

これをスタートされております。私もそこまでは、その当時は考えなかったんですが、自家用車

でも京丹後市は補助を出しておられるわけなんですが、その点について、ちょっと課長のご見解

をお伺いしたいと思います。

議 長（森本敏軌） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） この腎臓機能障害者の通院交通費の助成につきましては、前回、制度をつくらせ

てもらったときにもご説明しておったかもわかりませんけれども、２階建てということになって

おります。すなわち１万円までと、１万円を超えた分ということがありまして、今回、制度とし

てさせていただいておりますのが１万円までの分でございます。１万円を超えた分につきまして

は、京都府の制度がございまして、超えた分の２分の１があるということでございます。しかし、

今、案内していただきましたように、京都府の制度は、あくまでも公共交通機関を使ってという

ことがございまして、社協の移送サービスにつきましては、対象外ということになっております

ので、先ほど言っていただきました、仮に岩屋の方から８回行かれても、２，４００円に８回か

けてみたら１万９，２００円かかるんですけれども、この費用については全額が、この京都府の

制度には乗らないということになっておりまして、その援助ができていないというような状況で

ございます。

しかし、今回、つくらせてもらった町の制度につきましては、社会福祉協議会がやっておりま

す有償運送の利用料につきましても対象になるということでございますので、先ほどの例でいい

ますと１万９，２００円かかっておった分の１万円相当分の２分の１ということで、半額

５，０００円を助成させていただくということになります。町の制度としては、社協の移送サー

ビスもオーケーということです。

それから、自家用車の利用についてなんですが、この自家用車で行かれた場合については、公

共交通機関での換算をするということを考えております。したがいまして、例えば岩屋地域から

公共交通機関を使って行った場合、普通に使われたバスとか汽車とか、そういったもんで換算を

させてもらって、それの対象になれば交付させていただくと、このように考えております。

議 長（森本敏軌） 有吉議員。

１ ７ 番（有吉 正） それこそ、ひまわり号が、コミュニティバスの町営バスがスタートしたわけであ

りまして、それこそ、ひまわり号はノンステップバスで、それから車いす、車いすも運転手さん

が乗せてくれるというようなことで、非常にそういった方には、いいことだろうなというふうに

思うわけなんです。ただ、岩屋の場合は、岩屋のことばかり言うてあれですけれども、ほかでも

一緒やと思うんです。丹海バスは来ておるわけですが、本当に車いすが使えるのかどうかという

ようなことを私、調べました。そうすると、ひまわり号はノンステップバスですけれども、丹海

も、いわゆる７割をノンステップバスにかえておると、だけども、まだ全部はかえておれないと、
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だけども７割をかえながら進めていっておると、だからもし、電話さえいただければ、何分のバ

スに乗るというようなことを言うていただければ、必ずそのバスを回して運転手に乗せれる体制

をとるというように、非常に丹海さんも頑張っておられるなというふうに思っております。

それこそ、多くの議員さんが発言、町営バスについては発言されましたが、これからはやはり

公共交通が、ひまわり号だけじゃなしに、やはり地域交通としては、やはりそういった形で進め

ていかなければならないなと、私も６０で、還暦を迎えたわけになんですが、いつ車に乗れなく

なるかわからない、そのときに、やはり公共交通を使って、どこへでも行けるというような形を、

私は本当にある意味、ひまわり号には期待もしてますし、そういった中で丹海さんにも期待をし

ておるわけなんです。そういった意味で、これは企画財政課長ですか、そういうのもあわせて、

やはり町報ででも宣伝をしていただきたいなというふうに、私は思っておるんですが、今までは、

ひまわり号のことばっかりは載せておられたんですけれども、公共交通としての、そういった地

域に根差した公共交通を宣伝することは、町報でできないものかどうか、ちょっと伺います。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。

一応、町報なんかででも丹海さんとか、ＫＴＲとか、そういったことを扱ったことがございま

すし、それから、ただいま有吉議員さんからご指摘をいただきました、丹海さんも電話で連絡し

てくれたら、そういうときにはノンステップバスを回すというような記事、これを、そのタイミ

ングで載せてもらうようにということで、担当者には指示をさせていただいております。近いう

ちに出してくれるものだろうというふうに思っております。

それから、いわゆるひまわりバスを含めまして、公共交通との連携ということで、１０月１日

から時刻表が変わりました。そこでまた、時刻表を各戸配布させていただいておると思います。

それもひまわりバス、それからＫＴＲ、それから丹海さん、これ三つあわせた時刻表というもの

で印刷をさせていただいております。いわゆる、これらの公共交通を連携して、ぜひとも地域の

手で守っていただきたいという気持ちから、そういったことをやらせていただいておるというこ

とでございますので、この公共交通の存続といいますか、地域の足を守るということで、皆様方

にご協力がいただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。

議 長（森本敏軌） 有吉議員。

１ ７ 番（有吉 正） 時間がありません。最後に給食センターについてお伺いしたいと思います。

資料の１５９ページに給食センターが載っておるわけなんですが、それともう一つは、

１５７ページに自校給食で岩滝小学校の件も載っております。

まず第１点は、それこそ岩滝小学校の資料の中で、予算額と収入済額が同じですね、全部入っ

ておると。この中身については、決算書の方には載ってないんですが、もう岩滝には全然、そう

いったことは今までからないのかどうか、もう時間がありません。それだけ確認をしておきます。

議 長（森本敏軌） 土田教育推進課長。

教育推進課長（土田清司） ご質問にお答えしたいと思います。

岩滝小学校の自校給食については、校長というんですか、学校で給食費を徴収をしているとい

うことで、この会計の方には上がっておりません。

１ ７ 番（有吉 正） 終わります。
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議 長（森本敏軌） それでは質疑を続行します。

手が挙りましたので、谷口議員。

１ ４ 番（谷口忠弘） それでは決算につきまして、何点か質問をさせていただきます。

先ほど、有吉議員さんの方からも質問がございましたけれども、社会福祉協議会の活動事業に

つきまして、お尋ねをしたいというぐあいに思います。

社会福祉協議会さんには、配食サービスの事業でありますとか、ふれあいサロンでありますと

か、特定高齢者の介護予防事業とか、先ほど言われました移送サービスとかですね、大変多岐に

わたりまして、いろいろな事業をお手伝いをしていただいていると、行政の。大変助かっている

んではないかなというぐあいに感じておるところであります。

また、今般、宮津市や伊根町の社協でつくる社会福祉協議会ですか、これが主催をされまして、

ホームヘルパーの有資格を養成する研修事業ですか、これもされておられるというぐあいに聞い

ております。これは、この地方の介護事業に活躍してもらえる人を養成するということでされて

おられるというぐあいに聞いておりますけれども、何名ぐらいの方が受講になっておられるのか。

また、当町より何名の方が受講になったのか、まずその２点についてお尋ねをしたいというぐあ

いに思います。

議 長（森本敏軌） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） ホームヘルパーの研修につきましては、本当にマンパワーの育成ということで、

社協さんの方で実施をしていただいております。昨年も３６名、それと、きのう、社会福祉協議

会の今年度の開校式があったわけなんですが、今回についても３６名の方が受けていただくとい

うことになっております。

私、きのう開校式の方に行けなくて、名簿はいただいているんですけれども、今、ご質問の与

謝野町内から何名というところまではちょっとチェックしておりませんので。

１ ４ 番（谷口忠弘） ２０年度もわからん。

福祉課長（佐賀義之） ２０年度につきましてはですね、チェックしておりませんので、また後日、報告

させていただきたいというように思います。

議 長（森本敏軌） 谷口議員。

１ ４ 番（谷口忠弘） 次の質問で、当町のホームヘルパーの、いろいろ級別があると思うんですけれど

も、資格を持っておられる方が何人おられるかというぐあいに聞こうかなと思ったんですけれど

も、今のでもうわからないということですので、わかりませんね。そんなら結構です。

それとですね、もう一つ、そして資格を持っておられるんですけれども、実際、その福祉の仕

事に、どれだけの方が携わっておられるのかなというのは、非常にちょっと気になりまして、当

町だけでは多少無理なことになるかもわかりませんけれども、というのは他地区へ福祉の事業で

お勤めになっている方もあると思うんですけれども、現在、そうして資格を持っておられる方で、

仕事をされているということで、要するに仕事はあるけれども、資格がないということが非常に

多いのか、また、その他の理由で、例えば賃金等々がお安い割には、かなりの重労働であるとい

うようなことで、なかなか職につけないということなのか、その辺の、要するに時給ギャップで

すね、そういう実情はどういうぐあいになっておるのか、その点についてわかっておればちょっ

とお聞かせいただきたいなというぐあいに思うんですけれども。
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議 長（森本敏軌） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） まず１点目の、昨年度も３６名の方が２級のヘルパー研修を受けていただいたわ

けなんですが、この方々の仕事先につきましては、本当に全部が全部、把握しておりませんけれ

ども、これは宮津市の方も、それから伊根町の方も含んでおりますので、３６名といいますのは。

そういったことなんですけれども、この仕事につきましては、きのうも報告させていただきまし

たように、このグループホーム与謝野さんについてが１７名でしたか、１８名でしたか、１９名

です。従業員さんがおっていただけるんですけれども、だんだん入所者がふえて、そういったと

こで介護員が必要だということがありますので、そういったとこで、実際にもう働いていただい

ている方もあります。そのほか神宮寺等についても働いていただいておりますけれども、与謝野

町内の方、受けていただいた方すべて従事されているというようなことにはなっておりません。

そのあたりについては個別にお聞きしたいというようなことがありますので、理由についてはわ

かりませんけれども、そのあたりは、また今後の課題ということにしたいというように思ってお

ります。

また、時給の関係について、今、ご質問をいただいたんですが、この時給等につきましては、

それぞれ事業所が独自の運営方法をされておりますので、この時給が幾らになっているか、また、

時給が安いから従事できないかというようなことは把握しておりませんけれども、本当に今、働

いていただける方については、熱意を持ってお世話になっていることに対しましては、感謝を申

し上げたいというように思っております。

議 長（森本敏軌） 谷口議員。

１ ４ 番（谷口忠弘） これにつきましては、私もある福祉団体の方にお聞きしたんですけれども、大体、

昨年の３６人ぐらいの受講者の中で、大体、福祉関係の仕事についておられる方というのは

４０％ぐらいではないかなというぐあいにちょっとおっしゃられておられました。

それと、毎年、わーくぱるで就職フェアが行われるわけですけれども、福祉関係については、

非常に求人が、募集する企業といいますか、団体が多いんですけれども、なかなかそこに就職し

たいという方が来ないというようなこともちょっとおっしゃられておられました。大変、不況、

不況と言われておりますけれども、職がない、職がないと言われておりますけれども、かなりそ

の辺で時給ギャップがあるんではないかなというぐあいに思って感じておるところであります。

当然、賃金においても、最低賃金がありますし、それを下回るなんていうことは恐らくないと

思うし、どの仕事も、今、楽な仕事なんて決してあるわけではないんで、少々大変でしょうけれ

ども、ぜひ資格を持っておられる方については、その資格を有効に使っていただけるような形で

お仕事についていただきたいなというぐあいに感じております。

それと今、福祉の関係で雇用の関係をちょっと述べさせていただきましたけれども、地元で働

きたいという要望は非常に強いわけですよね。ところが働くところがないと、こういうようなこ

とで、先ほどの時給ギャップなんですけれども、新たな産業起こしとかですね、雇用の確保と、

こういうぐあいに言うんですけれども、なかなか前進しないというのが実情ではないかなと思う

んですけれども、そこで、決算でございますので、ちょっと大きい視野で質問をしたいんですけ

れども、人口の問題なんです。現在、平成１７年１０月に国勢調査がありまして、人口が２万

４，９０６人ですか。５年後ということは平成２２年に、また国勢調査があるんですけれども、
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平成１７年度では２万４，９０６人で高齢化率が２６．９％ですか、これは、この第一次の与謝

野町の総合計画によりますと平成３２年、２０２０年には２万１，４２３人という、これ

は・・・・という、そういう統計のとり方で出ておるわけですけれども、人口というのは大きな

ファクターではないかなというふうに思うんですね。ことしになって年初から年度にかけて、ど

れぐらいの人口移動があったのか、まずその点についてお尋ねしたいなと思います。

議 長（森本敏軌） 永島住民環境課長。

住民環境課長（永島洋視） 失礼しました。

移動人口につきましては、１年間で増が７０４人ということでございます。出生が１７８人、

転入が５２６人、減の人口につきましては死亡が３３０人、転出が６７８人というのが平成

２０年度の実績でございます。

１ ４ 番（谷口忠弘） 何ぼふえたんかな、何ぼ減ったんですか。

住民環境課長（永島洋視） ふえた。

１ ４ 番（谷口忠弘） 年初と年度と差し引きして何ぼ減ったんですか。

住民環境課長（永島洋視） 減った人数は、従いまして３０４人減ったと。

１ ４ 番（谷口忠弘） ３０４人。

議 長（森本敏軌） 谷口議員。

１ ４ 番（谷口忠弘） 当町は、どちらかというと福祉政策が充実しているというようなことで、定住化

率が非常に、よその市町村に比べていいというぐあいに、前お聞きしておりましたんですけれど

も、そうだというぐあいに思うんですね。もう一つの視点としては、若者の定住化ということで、

いろいろな施策を、決算でありますから、いろいろな施策を打っていただいておって、何とかそ

の程度でおさまっているという見方もあるんですけれども、もう一つは高校を卒業されたときに

地元に残って就職をしたいと、こういう方もたくさんおるように、今、聞いております。しかし

ながら、不況で、なかなか求人が思うようにいかないと、さっき福祉の例をちょっと言いました

けれども、福祉は、そういうことで需要よりも供給の方が多いということですけれども、一般企

業については、その逆さまだというように聞いております。

こういった若者定住に向けた施策というものが、例えば高校生が就職しやすいような環境づく

りでありますとか、それは学校の仕事かもわかりませんけれども、行政が担う役割というのも非

常にあるんではないかなというように思うんですね。私は、この決算書を見て、それがどういう

ところの項目で出てくるんかなと思っていろいろ見ているんですけれども、全くないように感じ

ておるんですけれども、何かそういう高校を卒業された方は、就職に向けて行政のは果たす役割

というものについて、どう考えておられるのか、そんなことは全く関与せんでもいいと、こうい

うことなのか、いやいやこういうことをやっておりますよということなのか、その点についてお

尋ねしたい。

議 長（森本敏軌） 太田商工観光課長。

商工観光課長（太田 明） 雇用対策という立場からでは、ご承知のとおり雇用促進奨励金ということで、

新卒の方について、雇用していただければ地元雇用で補助金を出すという形を取っておりますけ

れども、額的に１８万円ということでございますので、そういう形の中で、今後、それをどう展

開していくかは別としまして、その部分で行っております。
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それから、政策的な部分でございますけれども、町が直接ということではないんですが、ハロ

ーワーク等々の連携によりまして、先ほどもちょっとありましたように、わーくぱるで就職フェ

アとか、いろいろな地元企業に出ていただいて、その中で地元雇用していただきたいという形の

取り組みは、ハローワークと一緒になって、そういう取り組みは行っているところでございます。

議 長（森本敏軌） 谷口議員。

１ ４ 番（谷口忠弘） 実態はご存じなのかどうかわかりませんけれども、もしわかっていればお尋ねし

たいんですけれども。この４月で学校を卒業されまして、地元に就職された高校生というのは、

希望された方が何人あって、就職が何人されたかなということはわかっておられますか。

議 長（森本敏軌） 太田商工観光課長。

商工観光課長（太田 明） 加悦谷高校におきましては、平成２１年３月卒業生１５０名に対しまして、

うち進学者１２１名、うち就職者が２４名、その他５名というふうにありますけれども、さらに

は、丹後地域での就職企業数と就職数につきましては、２４企業のうち１０企業が地元、１１名、

丹後地域以外の企業への就職でございますが、１２企業の１３ということで、これも求人者の詳

細も含めたイコールでございますので、一応１００％就職しておられるという形でございます。

宮津も持っていますけれども、加悦谷高校だけ。

議 長（森本敏軌） 谷口議員。

１ ４ 番（谷口忠弘） 私は、企業が新規採用を受けやすいような状況づくりというのは、雇用促進奨励

金ですか、それで賄えると思うんですけれども、ここで町長とか副町長、ちょっとお聞きしたい

のは、やはり就職の窓口を広げるというのは非常に大事なことだと思うんですね。僕もちょっと

見させていただきましたけれども、限られた企業になってしまっているんですよね。例えば、こ

こであれば福知山でも通勤が可能でしょうし、舞鶴はちょっと遠いかな、少しね、車で１時間ぐ

らいの距離だったら、今はもう通勤なんていうものは当たり前ですから、人脈とか、首長会とか、

いろいろなことがあると思うんですけれども、ぜひそういった人脈を広げていただいて、当地方

の高校生の皆さん方が地元に定着して、地元の企業に、地元といいますか、ちょっと広範囲にな

りますけれども、そういうところへ勤めていただいて、定住化に向けて、そういった努力を、ぜ

ひお願いしたいなというぐあいに思うんですけれども、その点について何かご意見がございまし

たら聞かせてください。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） 非常に難しいではできないということにはなるんですけれども、現実、福知山の

方、あるいは京丹後市あたりへ、高校を出てからでも就職される、そういう方がありますけれど

も、皆さんが望んでおられる、そうした職があるかどうかということが、まず大事なことになる

んではないかなというふうに思っております。個々の高校生の方たちが、自分がどういうところ

へ就職したいという、それぞれ夢もお持ちでしょうし、そうした中で、我々ができることといえ

ば、加悦校の先生方から、そういう高校、卒業の方たちの就職状況がどうだというふうなことを

お聞きするような、そういう、なかなか機会しかないですけれども、今おっしゃられた一つの、

それは方法だと思いますので、また他の市、町の首長などと出会うときに、そうした話も投げか

けてみるということも大事かというふうに思いますので、これだけ交通が便利になってきますと、

この与謝野町からでも、今でも京都市内へ就職をして通っておられる女性の方もおられます。や
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はりこちらで生活をして、毎朝、よく出会うんですけれども、朝一番に乗って、帰り最終ぐらい

によく出会うのが、娘の友達なんですけれども、そういうことだって現実もありますので、いろ

いろなところでアンテナを伸ばして、また情報を得るということも大事かと思いますので、そう

いうことも心がけたいというふうに思います。

議 長（森本敏軌） 谷口議員。

１ ４ 番（谷口忠弘） よく町長は加悦校の生徒さんと、お話をされる機会が非常に多いというぐあいに、

いろいろ聞いておりますので、ぜひ高校生の、そういうニーズもくみ取っていただいて、よりよ

い就職先を求めて、町長の方も頑張っていただきたいなというぐあいに思っております。

続きまして、資料の１４７ページの観光ビジョンの策定委員会の、本年度で観光ビジョンが策

定されたわけでありますけれども、２０年度の観光入り込み客数の状況でありますとか、消費額

が幾らになったのか、また、それが他町の施設と比べて、特に消費額、これがどうなのか、その

点についてお尋ねをします。

議 長（森本敏軌） 太田商工観光課長。

商工観光課長（太田 明） ２０年度の観光入り込み客でございますけれども、当町におきましては

８３万８，６２１名でございます。前年度が９８万３，１７９名ということでございますので、

若干減っているということでございます。

それから、消費額ですけれども、２０年度が２億２，７０３万４，０００円、前年度が２億

３，３０９万５，０００円ということで、これも減っております。２０年度でちょっと割り戻し

はしておりませんけれども、与謝野町の場合につきましては、１名の消費単価は７５０円前後推

移しているということで、この与謝野管内の中でも一番低いということで、次の場所におきまし

ても、どこの町かちょっと忘れましたけれども、この近辺では４，０００円台とか２，０００円

台とか、かなり消費額の、一人当たりの単価が高いということで、そんなような状況であること

を認識しております。以上でございます。

議 長（森本敏軌） あらかじめ申し上げます。

本日、議事の都合、午後５時以降も続行します。

谷口議員。

１ ４ 番（谷口忠弘） 特にことしは、これは両丹経済新聞ですけれども、夏場の天候不順で、海水浴客

が大幅に減ったというぐあいに載っております。当町では、海水浴場はないんですけれども、隣

の伊根町で、約半分ぐらいだというぐあいなことが記事に載っております。

それと、ことしの特徴としましては、どうしても、高速道路が１，０００円になりまして、全

国各地の商業施設についても、非常に明暗が分かれているようであります。高速道路の出入り口

付近の地域は非常によくて、高速道路の出入り口から少し離れた施設については、非常に苦戦を

しているというようなデータが出てるそうであります。当町も道の駅、これは入り込み客数では

ないんですけれども、売上を決算報告書から見せていただきますと１５％ぐらい、前年について

ダウンをしておるということは、当然客数も、かなり落ち込んているんではないかなというぐあ

いに思います。

その反面、この新聞記事の中にも京丹波和知ですか、この道の駅があるらしいですけれども、

ここは縦貫道の延伸で大幅に客がふえたということが記事に載ってあります。そういうことで、
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事ほどさように観光というのは、交通アクセスが大変重要ではないかなというぐあいに思ってお

りまして、当地方では、なかなか高速道路がついても、ちょっと奥まっておりますので、大変、

入り込み客数については難しい環境ではないかなというぐあいに思っております。

しかしながら、この町の特性を十分に生かしていただいて、観光ビジョンをよりよいものに実

行されますように、ぜひお願いしたいなということをつけ加えさせていただきます。

それと、次は１４４ページの、先ほど服部議員の方からもちょっと質問がございましたけれど

も、私は振興商品券事業について、商工観光課の事業についてお尋ねをしたいというぐあいに思

います。

これは国の定額給付金に合わせてプレミアム商品券を発売して、地元の商業の活性化を図ると、

こういう目的で町も一定の補助をしたと、こういうことでございます。これは全国的に、これが、

この当時はやっておりまして、ほとんどの地域で、こういう事業に取り組まれているということ

でありますけれども、今日、商品券の発行事業は、この１０月末で一応、回収が終わるというよ

うに聞いております。

商工会さんの方から、いろいろお聞きになっていると思うんですけれども、この制度について、

発行した後で、この制度についてどういう問題点があったのか、例えば発行枚数の問題とか、い

ろいろあると思うんですね。早くなくなってしまったということですけれども、もっとこうした

方がよかったなという思いの点がございましたら、お聞かせをいただきたいなというように思い

ます。

議 長（森本敏軌） 太田商工観光課長。

商工観光課長（太田 明） この商品券事業につきましては、この２０年度も実施し、また、先ほども申

し上げましたが２１年度につきましては、定額給付の関係で、さらなる地域内での消費というこ

とで、１億という形のものを取られました。以前から質問の中にもありましたように、この商品

券事業のあり方についてどうなのかという中で、いろいろと議論をしております内容でございま

して、今後、継続するかどうかという問題にもかかわってくるわけですけれども、これは継続す

るべきだというふうに私は思ってますけれども、ただ、そのやり方として１枚発行の金額ですが、

例えば１，０００円で発行されておりますけれども、例えばもう少し、５００円券で発行すると

かというような形で、取捨選択が消費者の方に広くできるような使い方の商品券の発行が望まし

いのではないかというふうに思いますし、それから、これも消費者の利便性を考えるとどうなん

かというふうに思いますけれども、その１事業、１商品に対して５０万円とかいうふうな金額を

されておるわけですけれども、そのあたりも、もう少し金額を落して、また広く使っていただく

という、消費者の立場に立てば扱うことができるという格好、これは企業側の立場におきますと、

そうですし、消費者の方の思いとしては、やはり一度に大きな金額で、大きなプレミアを持った

形がいいというところもございますけれども、どちらの立場に立つかいうことになりますと、私

どもの方は地元企業の活性化ということになれば、大きい金額かなというふうに思いますが、そ

のあたりが今後、継続する中での課題ではなかろうかなというふうに分析をしております。

議 長（森本敏軌） 谷口議員。

１ ４ 番（谷口忠弘） この事業につきましては、地元企業の活性化がはかれたかどうかという点ですけ

れども、非常にこれは判断が難しいだろうというふうに思うんですけれども、しかし、事業とし
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て取り組まれた以上、ぜひ商工会からは当然でありますが、費用対効果、こういうものが、どう

いうところに出てきたのかということについては、ぜひ検証していただきたいと。それと課長さ

んにも、ぜひ１０月末で終わりますから、その時点で結構ですので、町の判断として、こういう

効果があったということははっきり言えるような形でご報告をお願いしたいというぐあいに思い

ます。以上です。

議 長（森本敏軌） お諮りします。

本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思いますがご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長（森本敏軌） ご異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決定しました。

この続きは、１０月５日、午前９時３０分から会議しますので、ご参集願います。

大変お疲れさんでした、ご苦労さんでした。

（延会 午後５時０４分）


